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序文 

本文書は ILO 部門別政策局プログラムの一環として、2015 年 4 月 22、23 日に

ジュネーブで開催される ILO 世界対話フォーラム「小売業における雇用関係がディー

セント・ワークと競争力に与える影響」の討議ベースとして、国際労働機関が作成し

たものである。 

ILO 理事会は、第 317 回会合（2013 年 3 月）において、商業部門の世界対話フ

ォーラムを 2014～15 年の 2 年間に開催すると決定した。フォーラムの目的は、商業

部門の雇用関係の多様化がディーセント・ワークおよびこの部門の企業の競争力にど

のような影響を与えているかについて、この部門の三者構成員が、今後進むべき道に

関するコンセンサスを構築することを目指して論議できるようにすることである。 

さらにその後の第 320 回理事会（2014 年 3 月)は、フォーラムには関心のある全

ての加盟国の政府代表に加えて、理事会の各グループとの協議に従って選ばれた 8 人

の使用者側および 8 人の労働者側の参加者も含めることと決定した。世界対話フォー

ラムへの出席に関してすでに確立している慣行に従い、関心のある他の使用者側およ

び労働者側の参加者も出席することができる。 

ILO 部門別政策局プログラムは ILO 事業計画・予算で定められているように、

特定の経済部門に影響を与えている社会・労働問題に、政府、使用者および労働者組

織が公正かつ効果的に対処する能力を開発できるよう、支援することを目指している。

また、部門レベルの特定の社会・労働問題 を ILO に警告する手段も提供している。 
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1. はじめに 

1. ILO 事務局長が第 102 回 ILO 総会の報告の中で述べたように、「今日、世界

の労働力の約半分が有給の雇用に就いているが、多くの人は、一人の使用者の

ところでフルタイムで働いてはいない。『非定型』とされるものが定型になり、

『典型的』が例外になってしまった。このことがすべての人のディーセント・

ワークの達成にどのような問題を、どのようの形で生じさせているか、またも

し問題が生じていて、何らかの対処をしなければならないとしたら、何をすべ

きかに関しては、見解が大きく分かれている。」 

2. 従業員が他の人の従属下または依存関係の下で働いている場合には、雇用関係

が存在する。そこには「『従業員』または『労働者』と呼ばれる人と、その人

が報酬の見返りに一定の条件の下でサービスを提供する相手である『使用者』

と呼ばれる別の人との間に法的関係が成立する」 

3. 小売部門のための様々な ILO 会議は、この部門におけるディーセント・ワー

クと、職員の献身度および顧客の忠誠度の間に強い関係があることを明確に示

してきた。これらの会議は、有意義な協議や透明な対話がない場合には問題が

生じる可能性があること、また従業員の不安定性が労使関係や企業の長期的な

存続さえも著しく損なう可能性があることに留意してきた。 

4. この数十年の間に新しい形態の労働が出現したことに伴い、雇用関係が実際に

存在するかどうかを確認することが、次第に難しくなってきた。雇用関係が存

在することをいかにして立証するか、および新しい形態の雇用が雇用関係の存

在という概念をどのように変えているかが、現在、激しい議論の的になってい

る。法的枠組み、その解釈、あるいは適用に不備や食い違いがあり、それが雇

用関係の偽装を促し、しかも雇用関係の存在が当事者それぞれの権利や義務を

決定することから、この議論は極めて重要である。 

5. この 40 年間に、小売業ほど賃金雇用が多様化した産業は他にない。小売業で

は様々な形の非定型、非典型的雇用慣行が典型的慣行としての地位を得てしま

った。商業におけるグローバル化と再編が人的資源に与える影響に関する三者

構成会議のための ILO 報告が述べているように、「1970 年代まで、ほとんど

の議論は、ただ一人の使用者と職場の存在、無期限の労働契約の存在、フルタ

イム労働、一定程度の社会的・法的保護の存在等の特徴を持つ『典型的』雇用

関係のモデルを、暗にあるいは明確に基にして行われていた。」しかしながら

この報告書はさらに、1970 年代にも、この典型的雇用関係は（特に多くの開

発途上国においては）一般的普及からはほど遠く、非典型的労働形態が多くの

国で増加していることに留意している。国際貿易の自由化の社会的側面に関す

る ILO 理事会作業部会の調査は、1987 年にすでに欧州連合（EU）に加盟し

ていた 12 カ国で、全雇用に占めるパートタイム労働の割合が、1987 年の 8.9
パーセントから 1990 年には 10.2 パーセント、1997 年には 12.2 パーセントに

増加していると述べている。臨時雇用も 1980 年代半ばから、日本（現在では

非常に多く、増加しつつある）と韓国（その時点では大幅に減少していた）を

除くすべてのサンプル国で増加していた。多くの開発途上国では、非典型的雇

用が文書による労働契約や法的に定められた社会保障が適用されない『保護さ

れない』雇用形態をとっていることが多かった。同調査は、その時点で、大多
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数の国で女性は低技能、パートタイムおよび不安定な雇用に最も多く従事して

いると指摘している。しかしながら、非典型労働の増加が必ずしも不安定性の

度合いが高まったことを意味してはいないことを強調している。特定の個人の

場合には、パートタイムまたは臨時労働が自発的な可能性がある。この調査は

例えば、1997 年には当時の EU15 カ国の 58.5 パーセントのパートタイム労働

者がフルタイム職を望んでいなかったこと、さらに 9.5 パーセントはパートタ

イム労働を学校教育や訓練と合わせて行っていたことに留意している。自発的

パートタイム労働者の割合は、女性の方が多かった。 

6. 商業における合併と買収が雇用に与える影響に関する 2003 年三者会議の討議

のために準備されたもう一つの ILO 報告は、商業においては、かなりの割合

の労働者が一時契約を結んでおり、それが長期的になっていること、また他の

産業では非典型雇用と考えられる可能性のあるパートタイムや臨時雇用がこの

部門、特に小売業では一定の度合いで受けいれられていることに、すでに留意

している。さらに前の 2001 年のサービス経済における新しい形態の雇用と労

働時間に関する報告書さえもが同様に、調査対象とした欧州 6 カ国（デンマー

ク、フィンランド、フランス、ドイツ、ポルトガル、スウェーデン）の小売業

でパートタイムの割合が増加傾向にあることに注目している。この報告書は、

調査したすべての国の小売業の労働市場で、大手チェーンが経費削減と弾力化

という優先課題に従って労働力を構成しようとする中で、大規模な再編が行わ

れつつあるという現実が底流にあると述べている。経費削減手続きの重要な一

環として、大手小売業者はロジスティクスからレジまで商品処理過程のすべて

の段階に新しい情報通信技術（ICT）を広く導入することに加えて、無駄のな

いレベルの職員数の実現を進めている。ほとんどの大手小売企業の人的資源管

理の中核的目標は、職員数を絶対最小値に保つことである。つまり、ある時点

で出勤し、支払いを得ている労働者の数は多すぎても少なすぎてもならないの

である。それは、通常は短いが日によって異なる活動のピーク時に、より多く

の人を配置できるようにすることによって経営側の戦略の余地を広げるために、

高いパートタイム率によって弾力性の向上が実現できるからである。北欧諸国、

特にデンマークで長く続いている伝統は、夜間や週末に働く高校生や大学生が

いなければ、大手小売チェーンは（少なくとも短期的には）機能できないと考

えられている。しかしながら、小売業における雇用と労働時間の分断化は、企

業のコストを隠してきた。職員の離職率の高さは大手小売業の人的資源管理を

極めて困難にしている。この種の労働力に伴う職員の高離職率に関連する様々

な問題は、大手小売業組織の人的資源策が微妙な綱渡りになっていることを意

味している。中核的問題は、職員の忠誠心と顧客の忠誠心に強いつながりがあ

ることと、国内市場の過度な分断化と不安定な労働力に関連するリスクがある

ことである。 
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2. 小売業における雇用関係の根底にある要素と傾向 

7. この部門は様々な形態（店舗、電子商取引、公開市場など）、店舗の規模と様

式（小規模店舗から大型スーパーマーケットまで）、商品（食品、非食品、処

方薬や店頭販売の薬品など）、法律上の構造（独立店舗、フランチャイズ、統

合グループなど）、および所在地（都市／地方、都市の中心部／郊外など）で

構成されている。また多くの上流市場と下流市場とも緊密につながっている。

これらすべてが相まって、この部門の構造が経済競争力（効率が価格水準に影

響するという点で）と社会的・地理的結束に影響を及ぼす結果を招いているの

である。 

8. 小売業部門の労働需要と雇用慣行を推進している要因には、法的枠組みの変化、

人口動態変化、経済状況と顧客の好みの変化、グローバル化、新しい形態の競

争、持続可能な慣行の必要性に対する認識の高まり、および科学技術のイノベ

ーションがある。これらのすべてがこの産業のチャンスと課題の両方を生み出

す源になっている。 

9. 世界で増え続けている中産階級の世界的所得の増加と消費財やサービスに対す

る欲求の高まりは、小売業にとって重要なチャンスである。しかしながらグロ

ーバル化は、比類なき規模の経済と購買力の恩恵を受けながら、世界の消費者

が入手できるブランド、製品、サービスの幅を広げ、飽和状態になった自国の

市場から新しい市場に進出する強力な多国籍の競争相手からの挑戦を、この産

業に突きつけている。 

10. 小売部門の労働条件は、各国の労働市場機構や雇用規制の影響をしっかりと受

けている。規制緩和、特に店舗営業時間の規制緩和は、この部門の自由化を大

幅に促進したが、一方で労働法と団体交渉、他方で現地レベルの規制の両方が、

現地の差別化の促進に向けて最終的な結果に大きな影響を与える可能性がある。 

11. この部門は科学技術のイノベーションと大手小売業者の進出拡大によって、こ

の 20 年間に大きな変革を遂げ、大きく成長した。自営業が減少した一方で、

労働時間の弾力化が促進されることから、パートタイム職が増加した。雇用の

多様化の促進に向けた変化がキャリア・パターンに大きな影響を与えており、

労働市場と部門の規制が一般的にそのような変化に有利に働いている。 

12. 多様な雇用形態の急増は、労働生活の中で最もめざましい、重要な進展の一つ

であり、労働市場規制、科学技術のイノベーション、女性の労働市場参加の増

加を反映している。20 世紀の典型的労働取り決めの主な特徴は、(a)フルタイ

ム、(b) 無期限継続、(c)使用者の監督の下で使用者の事業所で行われ、(d) 多
くの場合、最低賃金および不法解雇に対する保護などの幅広い法的保護、諸給

付、権利が伴っていることなどであった。それに対して、幅広い新しい労働形

態は、様々な形で、典型的モデルとは異なっている。 

13. しかしながら、これらの新しい雇用形態とその影響に関する議論は、一般的に

受け入れられている定義や用語集がなく、多くの非 OECD 加盟国に関する信

頼できるデータが不足していることから、進んでいない。このことが、あらゆ

る一般化の試みや、文献調査から結論を導く際の大きな限界になっている。さ
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らにこの問題は、三者関係に派遣会社のような第三者が介在するという力関係

によって、さらに複雑化する可能性がある。 

2.1. 電子商取引の特別な役割 

14. オンラインの小売業の発達は、従来の実店舗型の小売業者にとって、基本的な

挑戦であると共に無限のチャンスでもある。今では、インターネットを常に利

用して買い物をする消費者の数が、世界中で増えており、購入する前に幅広い

高性能ディバイスを利用して価格を比較し、自分のニーズのためにインターネ

ットを閲覧している。このような消費者は、次にオンラインの販売業者に、時

には海外からも直接配達させている（売り手は「専業の」小売業者で、実店舗

を持たないか、あるいは製造業者や国際的な販売業者の場合もある）。消費者

は今では、店で購入する場合にも、日常的にオンラインで商品を調査し、選択

する。多くの既存の実店舗型の小売業者は、既存の販売にオンライン・チャネ

ルを加えることでこれに対応し、顧客に完全な小売サービスを提供するために

既存のインフラを利用することも多い。 

15. 従来の店舗型小売業者の観点からさらに懸念されるのは、消費者は今や店をぶ

らつき、商品を調査し、商品の詳細をメモしてから、価格がずっと安いことの

多いオンラインで購入を完結する、サービスの「ただ乗り」が出来るようにな

ったことである。今では幅広い商品やサービスが、一日 24 時間、どこにいて

も、オンラインで利用できる。調査費用の削減、最近の出荷の進歩、科学技術

のイノベーション、銀行取引と支払いによって、オンラインでの商品の購入の

ほうが容易く、安全で、安いことが多い。本社が海外にあろうが、消費者が住

む国にあろうが、オンラインの小売業者は一般的に、諸費用を低く抑えられ、

従って、価格と便宜性の両方の観点から消費者にアピールすることが出来る。 

3. 特定の諸国の小売業における雇用 

16. 伝統的に小売業は、特に弾力的な労働時間と条件を求める人にとって、労働市

場への効果的な入り口の役割を果たしてきた。この産業は大規模な使用者であ

り、多くの国で、雇用の最大の割合を占めていることが多い。ILO 労働統計総

合データベース（ILOSTAT）は、例えば、2013 年に、この部門が欧州連合の

加盟 28 カ国（EU28）で、約 1,930 万人に雇用を提供していたことを示して

いる（下の表 1 を参照）。この部門では女性が労働力の 62 パーセント以上を

占めている。2014 年 11 月に、米国の小売業は約 1,700 万人を雇用していた。

これは同国の非農業労働者の 13.5 パーセントに相当する。オーストラリアで

は、120 万人、あるいはオーストラリアの全労働力の 10.5 パーセントを雇用

し、雇用人員が 2 番目に多い産業であった。2012 年に、日本の小売部門は

783 万人を雇用していた。カナダの小売業の雇用は 2002 年から 2009 年まで

毎年 2.4 パーセント増加し、2009 年には 200 万人、あるいは全労働人口の

11.9 パーセントを雇用していた。 
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表 1 2008–13 年の EU28 カ国の小売業の雇用（単位千人）、 
男女別、経年変化、および女性の割合 

 合計  男性 女性 経年変化 
(%) 

女性の割合 
(%) 

2008 年 19 671 7 332 12 339 –  62.7

2009 年 19 310 7 197 12 113 -1.8 62.7

2010 年 19 135 7 174 11 961 -0.9 62.5

2011 年 19 166 7 186 11 980 0.2 62.5

2012 年 19 209 7 270 11 939 0.2 62.2

2013 年 19 282 7 329 11 952 0.4 62.0

Source: ILOSTAT. 

3.1. 雇用は依然として小企業に集中しているが、成熟し

た市場では大手企業に移行しつつある 

17. 先の ILO の討議報告書で述べられているように、小売業の圧倒的多数は、依

然として小規模である。例えば日本では、従業員 10 人未満の企業が、この産

業の全職員の 81.4 パーセントを雇用している。オーストラリアでは、小売労

働者の 41 パーセントが大企業（200 人以上の労働者を雇用する企業）に雇用

されているのに対して、38 パーセントが小企業（20 人未満の労働者を雇用す

る企業）に雇用されている。EU28 カ国に関しては、この産業の職員の 60 パ

ーセントが極小規模の職場（1－9 人）で働いているのに対して、経済全体で

は 42 パーセントであった。EU28 カ国の中小企業（従業員 10－249 人）の小

売労働者の同様の割合は、36 パーセント、250 人以上の大規模な職場は 5 パ

ーセントに過ぎない。EU28 カ国の経済全体に占める割合はさらに少なく、こ

れらの規模の企業ではそれぞれ 46 パーセントと 12 パーセントである。しか

しながら、旧 EU 加盟国の成熟した、かなり飽和状態の小売市場の産業と多く

の新しい加盟国の市場の産業の間には、売り上げと雇用の集中に関して、大き

な差がある。2008 年のこの産業に関する ILO 討議報告書で述べられているよ

うに、500 人以上の労働者を雇用する英国の小売企業は、2005 年の売り上げ

の 66.5 パーセント、雇用の 64 パーセントを占めており、成熟した市場では大

規模小売業者が極めて支配的であることを示している。 

 

3.2. 小売業における職業と人口動態の特徴 

18. 米国では、2013 年の小売業の雇用の半分以上がわずか 3 つの職業に集中して

いた。小売販売員（約 420 万の従業員）、レジ係（約 280 万の従業員）、お

よび商品在庫管理係と注文処理係（約 124 万の従業員）である。第一線の監

督職・管理職がさらに 110 万人であるのに対して、顧客サービス係は約 30 万

人であった。下の表 2 は、2013 年 5 月の米国の小売従業員の概要を主な職業
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別に示したものである。オーストラリアでもこの産業の主な職業は同等の人数

を占めている（販売助手、小売マネジャー、ブランドマネジャー、小売監督

者；バイヤー、販売促進と販売促進企画係；商品補充係）。 

表 2 米国の小売業で最大を占める職業における雇用、2013 年 5 月 

職業 被雇用者数

小売販売員 4 196 800

レジ係 2 755 130

商品在庫管理係と注文処理係 1 239 270

小売販売労働者の第一線の監督職 1 104 490

手仕事労働者と貨物、在庫および資材の移動係 321 750

顧客サービス代表 294 270

自動車のサービス技術者と整備工 292 790

薬品技師 266 230

総合マネジャーおよびオペレーション・マネジャー 219 260

ファストフードを含めた食品調理兼サービス労働者 205 350

一般事務員 188 990

薬剤師 183 160

手仕事による包装・荷造り係 179 160

軽トラックまたは配送サービスの運転手 171 470

簿記、会計、監査係 166 430

事務および管理支援労働者の第一線の監督者 162 840

調理労働者 154 850

出荷、荷受け、取引事務員 150 880

食肉処理および食肉解体係 121 230

Source: US Bureau of Labor Statistics. 

19. 英国も同様に、販売職が小売労働者の大多数を構成し（約 150 万の従業員）、

次に監督職（約 57 万の従業員）、そして商品補充やカート集めのような低技

能職（約 33 万 の従業員）によって占められていた。販売職にとって小売業が

重要であることは、この部門が英国の全販売員の 70 パーセント弱を雇用して

いることにも反映されている。同様に、米国では小売販売員とレジ係を合わせ

ると、全雇用のほぼ 6 パーセントを占めていることに留意することも価値があ

る。 

20. 伝統的に、小売業は若者、特に学生を多く雇用してきた。欧州統計局

（Eurostat）のデータ（幅広い商業部門レベルでのみ入手可能）は、2009 年

から 2013 年まで毎年、15－24 歳の労働者が欧州全体の小売職の 22 パーセン

トを占めていたことを示している。しかしながら、国によって、かなりの違い

があった。この期間に、この年齢群はノルウェーの商業の雇用で最大の割合を
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占めていたが（平均 29.3 パーセント）、ルーマニアでは平均で 16.2 パーセン

トしか占めていなかった。オランダの同様の平均は 27.8 パーセント、英国は 
25.8 パーセント、フランスは 19.5 パーセント、そしてドイツは 17.8 パーセン

トであった。トルコの同じ年齢群の割合は 18.6 パーセントであった。EU の

商業で雇用されている女性の割合は、この年齢グループでは男性よりもわずか

ながら多く、2008 年と 2009 年は 52 パーセント、残りの期間は 51 パーセン

トであった。しかしながらここでも、国により差があり、ノルウェー（EU 非

加盟国）で女性の割合が最も多く、6 年間の女性の割合の平均が 56 パーセン

トであったのに対し、別の EU 非加盟国であるトルコは、最低で、商業で雇用

されていた 15－24 歳の若い女性の割合は 5 年間でわずか 30.6 パーセントに

留まった。 

21. EU の小売業の雇用に占める女性の割合は、通常は 62 パーセントあたりを上

下しているのに対して、下の表 3 は卸売業では男性が 70 パーセント以上を占

めていることを示している。従って、両方を合わせた商業部門を基にして、男

女の割合を分析するときには、このことを考慮することが重要である。商業部

門全体では、全雇用と企業数の両方で、小売業の方が未だに大きい。しかし、

卸売業の雇用はかなり男性有利に偏っていることから、小売部門だけを検討す

るときに、両方を合わせた商業部門の雇用が、女性の割合をおざなりにする傾

向にある。日本の商業に関する統計は、このことを示している。2012 年には、

小売業には 103 万の企業があったのに対して、卸売業は 372,000 であり、そ

れぞれ約 800 万人と 400 万人の労働者を雇用していた。  

表 3 EU28 カ国の卸売業の雇用（単位千人）、2008–13 年 
男女別、経年変化および男性の割合、 

 欧州連合（28 カ国） 

合計 男性 女性 経年変化（%）  男性の割合

（%） 

2008 年 11 988 8 698 3 290 – 72.6

2009 年 11 621 8 471 3 150 3.2 72.9

2010 年 11 398 8 353 3 045 2.0 73.3

2011 年 11 281 8 257 3 024 1.0 73.2

2012 年 11 166 8 186 2 980 1.0 73.3

2013 年 11 479 8 401 3 079 -2.7 73.2

Source: ILOSTAT. 

 

22. 下の表 4 は、データが入手できる特定の OECD 非加盟国の小売業の総雇用数

を示したものである。これらの数字は、エジプト以外のすべての国で、女性の

雇用においてこの部門が重要であることを強調している。エジプトでは、

2011－13 年期の卸売業と小売業を合わせた女性の割合が、わずか 11 または

12 パーセントであった。小売業だけのデータが入手可能な国では、この部門
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の雇用に占める女性の割合は約半分近くかその上を上下する、あるいはそれ以

上であった。南アフリカに関しても、小売業だけのデータは入手出来なかった。

2011 年と 2012 年の部門全体の雇用に占める女性の割合が半分を少し下回っ

ているのは、おそらくそのためだろう。すでに上で述べたように、卸売業の仕

事では、男性が優位を占める傾向にある。 

 

 

表 4 特定の OECD 非加盟国の小売業の雇用（単位千人）、 2010–13 年 * 

 

2010 年  2011 年 2012 年  2013 年 

小売業の雇

用 
女性の

割合 
(%) 

 小売業の雇

用 
女性の

割合 
(%) 

小売業の雇

用 
女性の

割合 
(%) 

 小売業の雇

用 
女性の

割合

(%) 

アルゼン

チン 
1 735 47 1 639 47 1 660 45 

データ 
なし 

–

コスタリ

カ 
233 48 255 49 237 47 236 54

エジプト 
** 

データ 
なし 

– 2 572 11 2 585 12 2 688 12

グアテマ

ラ 
データ 
なし 

– 742 59 1 048 58 1 117 56

マレーシ

ア 
1 112 46 1 180 46 1 234 47 1 340 49

メキシコ 7 253 57 7 577 58 7 902 59 7 794 58

南アフリ

カ ** 
データ 
なし 

– 2 407 46 2 406 46 N/A –

タイ 
データ 
なし 

– 4 140 58 4 059 57 4 087 59

N/A not available   * There are data gaps for various countries over different years.
**Disaggregated data for wholesale and retail trade are unavailable. 
Source: ILOSTAT (ISIC-Rev.4). 
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3.3. 小売業の多様な雇用形態：フルタイム、パートタイ

ム、臨時雇用 

23. 小売業界は、低技能でキャリアの昇進の見込みがないという見方がされ、短期

的な一時しのぎの雇用の選択肢とみられることが多い。キャリア・アップの機

会が少ないと信じられていることから、あまりにも多くの人が、この産業は長

期的なキャリアには望ましくないと感じている。この産業の多くの特徴が、こ

のようなマイナスの認識をあおっている。伝統的にパートタイム労働者と臨時

労働者の雇用が平均以上であることに、平均以上の職員の離職率が重なってい

る。この産業にこの種の労働者が広がっていることから、企業は職員の予定を

弾力的で変えやすくすることが出来、介護や勉強などの他の責任と仕事のバラ

ンスをとるチャンスを従業員に与えている。 

24. 例えばオーストラリアでは、小売従業員の 24 パーセントが 2010 年 2 月現在

で、そのときの使用者のところで働いていた期間が 12 ヶ月以下であった。す

べての産業では 18 パーセントである。10 年以上そのときの使用者のところで

働いていた人はわずか 15 パーセントであり、全産業では 24 パーセントであ

った。 

25. しかしながら、そのような認識があり、小売業における雇用関係の多様化が進

んでいながらも、多くの先進工業諸国、特に欧州では、フルタイムの正規雇用

の割合が、依然として優勢である。Eurostat のデータ（商業部門のレベルで

のみ入手可能）は、EU28 カ国全体では、この部門のフルタイム雇用の割合は

2008 年に 78 パーセントであり、2013 年には 77 パーセントと、わずかしか

減少していなかった。しかしながら雇用の他の側面と同じように、商業の雇用

におけるフルタイム職員の割合は、国によって大きく異なっている。ルーマニ

アでは、同期間の商業のフルタイム労働者の割合は、97 から 98 パーセントで

あったのに対して、オランダではわずか 46－47 パーセントであった。 

26. 同じ Eurostat のデータが、2008－13 年期の商業のパートタイム労働者の平

均割合が 22 パーセントであったことを示している。ルーマニアの割合は 2 か

ら 3 パーセントの間（すなわち 97－98 パーセントのフルタイム雇用に入らな

い人）であったのに対して、オランダでは商業部門のパートタイム労働者が

53－54 パーセントを占めていた。パートタイム雇用は、特に新しいジャスト

インタイムの在庫管理システムでは、小売業者がピークの日と時間に合わせて

職員を配置し、「余分な」労働を減らし、さらには開店時間の延長にも対応す

ることを可能にする。従って、パートタイム労働者は「隙間埋め」と「時間調

整」の両方の役割を果たしているのである。 

27. Australia at Work による 2009 年の分析では、小売業の雇用では女性が優勢

を占めているが、その仕事はパートタイムや低技能の傾向があるのに対して、

男性は肉体労働や上級職、正規のフルタイムの職に就く傾向があることを示し

ている。小売業の技能職はフルタイム職員が占める傾向にあり、パートタイム

労働者は低技能の職を占めている。 

28. 日本の統計ハンドブック 2014 のデータは、日本では、小売業の正規フルタイ

ム従業員がこの産業の労働力のわずか 30.3 パーセントであったことを示して

いる。「フルタイム従業員以外の」正規従業員（日本では「契約従業員」、
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「非正規職員」、 「パートタイム労働者」と呼ばれる労働者および同様の労

働者を含むと定義されている）が、小売労働力の 50 パーセントを占めていた

一方で、臨時労働者は 5.5 パーセントであった。残りは、別に独立して運営さ

れる企業から、あるいは独立して運営される企業への出向従業員または派遣従

業員である。 

29. 欧州生活労働条件改善財団（Eurofound）によると、一部の国はしばしば、一

定の年金や社会的保護資格からパートタイム労働者を除外している。欧州委員

会の雇用・社会問題・インクルージョン総局が委託した 2009 年の報告書は、

パートタイム従業員で失業給付を得ている人はわずか 77 パーセント、疾病手

当を得ている人は 80 パーセントであったことに留意している。オーストリア、

デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランドおよび英国が両給付の利用を制

限している一方で、ベルギー、フィンランド、オランダ、ポルトガル、スペイ

ン、スウェーデンは失業給付の権利を一部制限している。 

30. 臨時労働は、この産業の雇用傾向に大きな影響を与えている。これは職員の高

い離職率や予測される場合とされない場合の両方の変化による事業の変化と関

連している。商業では臨時雇用の割合は比較的少ないが、その代わりにパート

タイム労働が好まれている。2008－13 年の EU の臨時雇用に占める商業の平

均的割合は様々で、最高が 2012 年のオランダの 19 パーセント、最低が 2011
－13 年の英国の 9 パーセントであった。 

31. 派遣労働に関しては、欧州は自由化の波に襲われ、ノルウェーでは派遣労働

（2000 年）、イタリアでは職員の貸出とオンコール職（2003 年）、非正規ベ

ースでの労働者の雇用に関する制限の緩和（イタリアが 2001 年、ギリシャが

2011 年）、18 ヶ月から 36 ヶ月の長期間の臨時従業員の使用（ギリシャ、

2011 年）等の形で、新しい非正規契約が導入された。しかしながら、スペイ

ンは 2006 年に反対の方向に進み、同じ使用者に最低で 36 ヶ月働いた労働者に

関して、臨時契約を正規契約に変更した。 

3.4. 賃金と労働条件 

32. 労働時間と作業編成は、価格競争の激化を反映する小売部門の変化の重要な要

素であり、賃金と労働時間の両方に圧力を加えている。米国では、この部門の

2011 年の賃金と給料が経済全体の平均を大きく下回っていたことを下の図 1
が示している。全米の労働者の時給の中央値は 16.57 米ドルであったのに対し

て、全小売労働者の時給の中央値はわずか 10.88 米ドルで、経済全体の賃金に

比べて、小売業は実質的に 34 パーセント少ないことを示している。このこと

はおそらく、小売業では経済の他の部門と比べて、パートタイム労働や低技能

労働が広がっていることを主に反映しているのだろう。小売販売員（10.10 ド

ル）、小売在庫管理係や注文処理係（9.73 ドル）、レジ係（9.05 ドル）の数

字はさらに低い。小売販売員の第一線の監督者の時給の中間値は 19.60 ドルで

あったことから、これらの平均値はもちろん、職業による大きな差異を隠して

いる。小売業における作業プロセスと作業環境の変化に関連する高齢労働者の

ニーズに関する ILO の討議報告書もまた、オーストラリアでは、小売業が

2007－08 年の経済における総労働時間の 12.5 パーセントを占めていたが、こ

の部門の賃金や給与は全産業の総額の 7.5 パーセントにしか相当していない。
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2006 年 5 月の成人、フルタイム、非管理従業員の平均時給は 19.60 オースト

ラリアドル（AUD）であったが、全産業では 26.30 AUD であった。 

図 1 全米の労働者と主要小売部門の職業の時給の中間値、2011 年（米ドル） 

33. 欧州委員会に提出された別の報告書は、欧州労使関係観測所（the European 
Industrial Relations Observatory）の調査に基づく欧州生活労働条件改善財団

（Eurofound ）の 2004 年の比較研究を引用し、欧州のほとんどの国では、流

通業（商業プラス流通業）の月給は製造業の月給よりもかなり少ないことに留

意している。小売業は流通業という巨大部門の 3 つの構成要素のうち飛び抜け

て賃金が低いことに留意することが重要である。小売部門ではパートタイムの

女性の割合が比較的高いことが、この賃金格差の重要な要因であるが、同報告

書はこの数字をパートタイム労働に調整しても、一部の欧州諸国では女性の所

得が男性よりも依然としてかなり少ないと述べている。 

34. 次のセクションの情報の多くは、2012 年に Eurofound が作成した、欧州の小

売部門の労働条件に関するかなり包括的な報告書を参考にした。この報告書は、

小売業の雇用慣行の多様化とそれがディーセント・ワークと企業の競争力に与

える影響を把握し、提示している。 

3.5. 男女賃金格差 

35. 小売部門では、男女の賃金格差が大きな問題になっている。Eurostat の指数

によると、ハンガリーを除くすべての EU28 カ国の卸売業と小売業に男女の

賃金格差が見られ、特にマルタ、ポーランド、スロヴェニアでは、この差がす

べての民間の経済部門よりもはるかに大きい。 

36. 例えばオーストリアの職場風土指数 （Austrian Work Climate Index）（2005–
08 年の総合データ）によると、毎月の平均純所得が 980 ユーロである小売業
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は、低賃金部門に分類され、男女賃金格差が 32 パーセントである（男性が月

給 1,330 ユーロ、女性が 890 ユーロ）。これは主に、この部門では女性労働

者のパートタイム契約の割合が高く、大手小売業者に集中していることが原因

である。500 人以上の従業員を抱える大手企業では、平均月給が 900 ユーロで

あったのに対して、中小企業（従業員が 20-499 人）では 1,120 ユーロ、従業

員 20 人未満の企業では 480 ユーロであった。小売業における賃金水準に関す

る主観的な満足度は平均より低く（経済全体では 64 パーセントであるのに対

して、51 パーセント）、特にパートタイム従業員の間では低い （45 パーセン

ト）。 

37. イタリアの社会保障のデータによると、女性の収入はフルタイムで働いたとき

には男性よりも約 20 パーセント少ないが、パートタイムで働くと、11 パーセ

ント多くなる。これは主に非正規労働者が働く週の数によるが、正規で働いて

いる人には、同じ関係は当てはまらない。そのような相違傾向のもっともらし

い説明は、パートタイムで働く女性はパートタイムで働く男性よりも高齢の傾

向があり、 パートタイムが自ら選んだ安定した労働取り決めであると女性が

考えることから、その格差は広がっているというものである。一方男性は、パ

ートタイムは臨時のものであり、現在の使用者とは別に、フルタイムの職を得

る時に成功しやすいと考えている。イタリアの大手小売業者に見られる男女格

差は、パートタイムで雇用される女性の割合が高いこと、および高資格の職は

フルタイムでしか提供されないという事実があいまった結果である。しかしそ

の根拠となる労働時間は予想不可能である。 

4. キャリア・アップの見通しと雇用保障 

38. キャリア・アップの見通しは 2001－2010 年の 10 年間で劇的に変化した。出

稼ぎ労働者を除いて、小売業における自営業者は大手小売業者とオンラインシ

ョッピングとの競争のために減少した。大手小売業者が行う ICT によるイノ

ベーションの幅広い導入によって、中・高レベルの技能を必要とする新しい職

を生み出し、このことがパートタイムや臨時従業員の割合を増やす機会を提供

した。しかしながら、このようなキャリア・パターンは、技能のミスマッチや、

ワークライフバランス、キャリア・アップの見通しのために、単純ではない。

使用者が労働者にさらなる弾力化を求めることが、新しいキャリア・パターン

の出現を妨げる決定的な要因になっている。 

5. 労働時間の取り決め 

39. 労働時間に関する欧州労働条件調査のデータ分析は、末端のパートタイム労働

（週 20 時間以下）が、女性（2005 年の 20 パーセントから 2010 年の 23.2 パ

ーセントへ）、最若年グループ（15－24 歳）（2005 年の 26.3 パーセントか

ら 2010 年の 42.2 パーセントへ）、非正規労働者（2005 年の 18.2 パーセント

から 2010 年の 31.1 パーセントへ）、および低技能の肉体労働者（2005 年の

23.4 パーセントから 2010 年の 27.3 パーセントへ）にますます集中している

ことを明らかにしている。 
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5.1. 時間外労働 

40. 時間外労働は、ブルガリア（従業員の 43.3 パーセントと報告されている）、

チェコ共和国（特に中規模の企業で男性の 62.4 パーセント、女性の 49.6 パー

セント）、リトアニア、ポーランド、ポルトガルでは、経済全体よりも小売業

で多く行われていると報告されている。イタリアの大手小売業者は、顧客の流

れがますます予想できなくなったために、また日曜のシフトを補填するために、

パートタイム労働者の時間外労働を幅広く利用している。 

5.2. 交代制労働 

41. 交代制労働は 2005 年の 18.7 パーセントから 2010 年の 20.6 パーセントへと

増加している。これは若年労働者（2010 年には 15－24 歳の労働者の 27.8 パ

ーセント、25－39 歳の労働者の 23.8 パーセントと、2005 年よりも増加して

いる）、非正規労働者（正規労働者の 24.4 パーセントと比べて 2005 年の

23.4 パーセントから 2010 年の 34.5 パーセントへと増加しているが、正規労

働者内の割合はこの期間に変わっていない）、低技能の事務労働者（2010 年

の 22.4 パーセント）、低技能の肉体労働者（2010 年の 25.7 パーセント）の

中で最も広く行き渡っている。 

6. 様々な雇用形態間の移動 

42. 前述の欧州生活・労働条件改善財団（Eurofound）の 2012 年の包括的な報告

書は、様々な雇用形態の間の移動を促進するために欧州では何が出来、また何

が行われてきたかを示している。ほとんどの EU 諸国では、労使関係に関する

議論と調査が、パートタイムと非正規労働者がそれぞれフルタイムの正規職へ

移行するキャリア機会に焦点を当てている。多くの要因がパートタイムからフ

ルタイムへ、そして非正規から正規雇用へという移動を促進または阻害する重

要な役割を果たしている。その要因には職場における資格と技能開発、ワーク

ライフバランス、技能不足などがある。 

43. オーストリアの職場風土指標によると、例えば小売業のパートタイム労働者

（大手小売業者で働く人の 40 パーセント）は、フルタイム契約の従業員より

も在職期間が短く（49 パーセントは在職期間が 3 年未満であるが、フルタイ

ム労働者では 40 パーセント）、キャリアの中断が多く（フルタイム労働者の

61 パーセントに対して 89 パーセント）、その全体の期間が長期化している

（それぞれ 37 か月と 62 か月）。これは国内平均よりもかなり高い数値であ

る。またパートタイム労働者はフルタイム労働者（4 パーセント）よりも高い

失業リスクに直面している（過去 1 年間に 6 パーセントが失業）。全体的に見

て、小売業従業員のキャリア機会に関する満足度（50 パーセント）は平均

（54 パーセント）をわずかに下回っているに過ぎないが、フルタイム従業員

（58 パーセントが満足）とパートタイム従業員（39 パーセントが満足）の間

には著しい差がある。キャリア機会に満足している男性は女性よりも多く（そ

れぞれ 54 パーセントと 47 パーセント）、男女格差もある。 
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44. 同様に 2010 年のブルガリアの職場風土指数によると、専門職の開発に関して

は小売部門が最下位であり、転職する傾向が最も強い。その原因は低賃金であ

り、有資格の労働者はより賃金の高い部門に関心を向ける一方で、無資格の労

働者や小売部門で一時的に働く学生を引きつけている。 

45. イタリアでは、2009 年にはパートタイム労働が正規職員（36.8 パーセント）

よりも非正規労働者（57.1 パーセント）の間に広く普及していた。しかし、

この統計は 2005 年に関してはさらに低い増加率を示している（それぞれ 3.9
パーセントと 5.9 パーセント）。 

46. いくつかの国では、フルタイム職の空席を埋める際に使用者に、フルタイム雇

用を求めているパートタイム労働者を優先させるよう、団体交渉で要求するこ

とができる。ドイツの場合がこれにあたり、イタリアでは一部の企業レベルの

団体協約も同様である。 

47. このような協約があるにもかかわらず、不本意なパートタイム労働が、特に低

技能の人々の間で広がり続けている。 

48. デンマークでは、パートタイム労働者はキャリア・アップや雇用保障に関して、

フルタイム労働者の典型的労働条件と同じ労働条件で働くことになっている。

しかしながら、デンマークの労働組合が行った調査によると、特殊な商品、専

門知識、顧客経験を特徴とする小売業者の場合には特に、パートタイムとフル

タイム労働者ではキャリア機会が異なることが分かる。 

7. 技能と訓練 

7.1. 技能、資格、職業 

49. 欧州のほとんどのパートタイム労働者が女性であり、男性はより専門性の高い

仕事に就く傾向がある。例えばフランスでは、パートタイム労働が特に最低の

技能の人々の間で増えている。レジ係や販売員は主に女性であり（それぞれ

85 パーセントと 76 パーセント）、小売部門のパートタイム労働者の大部分を

占めている。もっと長時間働きたいと考える 36 パーセントの人々の苦情は、

小売業の全労働力の 3 分の 1 を超える人々が不本意にパートタイム労働者にな

っていることを示しており、パートタイム労働者の 3 分の 1 以上が、働きたい

時間よりも不十分にしか雇用されていないことを示している。このような人々

は大規模な小売店に集中しており（不本意なパートタイム労働者の 44 パーセ

ント）、セルフサービスのアウトレットのレジ係や従業員として働いている

（41 パーセント）。この現象は若者の中でより顕著であり、小売業や手工芸

ビジネスに携わる若年のパートタイム従業員のほぼ半数が、もっと長時間働き

たいと言っている。ドイツでは、2009 年の性別と専門別の収入調査で、パー

トタイムで働く男性の 57.7 パーセントと女性の 40 パーセントが未熟練、また

は低技能であることがわかっているが、その数字はフルタイム労働者ではそれ

ぞれ 22.6 パーセントと 27.4 パーセントである。 
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7.2. 訓練機会 

50. 従業員への訓練機会の提供は、非正規から正規の雇用契約への転換を促進し、

また従業員にキャリア機会を提供することによって企業の技能のニーズに応え

るという両方の点で重要な要素になっている。しかしながら、Eurostat が

1999 年と 2005 年に行った継続職業訓練（CVT）調査によると、継続的な職

業訓練を提供している商業部門の企業の割合は、EU25 か国で 1999 年の 64
パーセントから 2005 年の 62 パーセントへと減っている。 

51. 使用者が費用を支払う訓練は、経済全体で 2005 年から 2010 年の間に特に正

規従業員の間で増加した。しかしながら、訓練への参加は小売部門では経済全

体の平均よりもかなり低く、それは主に、経済全体よりも小売部門で多くの割

合を占める零細企業の訓練参加率が低いことが原因である。 

7.3. キャリア・アップ 

52. 訓練プログラムとキャリア・アップの明確な関係を立証している企業の一例が、

英国の大手小売業者のスロバキアの系列会社である。この企業は、全従業員に

訓練・開発プログラムを通して潜在能力と知識を開発する機会を提供する計画

を立ち上げた。 

53. もう一つのベルギーの大手小売業者は、社内の求人方法と昇進の機会を工夫す

ることによって、低技能の従業員にあまねく良いキャリアの道を提供している

といわれている。これは ICT 技術者や、食肉業者のような伝統的な職業での

技能不足を打開するのに有利な取り組みである。しかしながら、このような機

会がパートタイムや非正規従業員にも提供されているかどうかは、明らかでは

ない。 

54. フランスのソーシャル・パートナーが署名し、食品・小売産業が実施した

2009 年の部門横断的な協約は、キャリア保障を促進するための共同基金を設

立している。これは 10 人以上の従業員がいる企業による訓練への強制的拠出

（賃金総額の 1.5 パーセント）によって資金を得ている。この基金は個人の訓

練と訓練計画のための休暇に資金を提供している。協約は、フランスの大手小

売業者と労働組合の間で交渉した 2008 年のイニシアティブが基になっている。

このイニシアティブは、その企業の従業員がフランスのサイトですべての現在

の空きポストを検索することができるウェブベースのツールキットを導入し、

さらには各空きポストの技能の概要も提示している。 
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8. 政府とソーシャル・パートナーによるイニシアティブ 

8.1. 弾力化 

55. 小売部門のソーシャル・パートナーは、企業の弾力化のニーズと従業員のより

質の高い労働の希望を保護する形で、労働取り決めを調整しようとしてきた。

従業員は、特にワークライフバランスとさらなる安定、そしてより長時間の仕

事を得る機会を求め、高い収入を確保し、職場により良い形で参画しようとし

ている。主に取り組むべきことは、労働時間と非正規またはパートタイムの雇

用から正規またはより長時間の仕事への転換の二つである。 

56. 欧州のすべての国で、労働者の幸福と企業の競争力に関連する問題という観点

から、小売部門での労働時間の取り決めの転換に関して熱心な論議が行われて

いる。店舗の営業時間延長を求める一般的な圧力がある。結果として、一方で

は労働時間の取り決めにおける弾力化を促進すること、他方ではこの問題に関

する団体枠組み協定と各国および現地交渉を改善することが必要である。労働

組合は弾力化の促進と労働時間延長への反対に、ほとんど成功していない。 

8.1.1. 契約の取り決め 

57. ドイツでは、失業者や低収入の人々を支援する福祉制度があり、典型的なパー

トタイムから最底辺のパートタイム労働への移行を防止するために、パートタ

イム労働者の労働時間を使用者によって短縮することができるが、失業保険拠

出の下限を下回ってはならない、とこの部門の協約が規定している。フィンラ

ンドでは、2005 年の労働協約がパートタイム従業員はフルタイム労働者と同

じ労働医療給付を受ける権利を持たなければならないと規定している。 

58. 英国では、パートタイム労働者が最低労働時間を決めずに働かなければならな

いゼロ時間契約が、小売業における弾力化を可能にする大きな特徴となってい

る。この種の雇用取り決めは、臨時収入のみを求め、いつ働くかが完全に柔軟

な人々には適しているかもしれないが、労働スケジュールと収入が予想できな

いことから、家族や他の責任を持つ人々や安定した収入が必要な人には不向き

である。この種の契約を取り巻く論争を受けて、英国政府は 2014 年 6 月に、

この契約の利用に関して幅広い協議を行い、時間を全く保証しない契約の免責

条項の継続的な使用を禁止する結論を下した。また、政府はゼロ時間契約と使

用者に関して労働者が入手できる情報を改善し、ソーシャル・パートナーに対

してこのような契約の公正な使用に関する部門独自の実務規範を作成するよう

促す意向を示した。 

59. 米国では、小売業によく見られる「ジャストインタイム」の日程計画の悪影響

を緩和するために、8 つの州とコロンビア特別区は、使用者に予定のシフトで

働くことを報告した従業員に、仕事がなかった場合でも最低額を支払うよう求

める「報告時間報酬」法を導入している。 

60. パートタイム労働は企業に求められているが、必ずしも労働者に求められてい

るわけでないことを考慮し、パートタイム労働者が要求し、チャンスがあれば、

労働時間を増やすことを優先するよう、労働組合が使用者に広く求めている。 
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61. 一般的に労働組合は、企業内および様々な企業全体で提供されている雇用契約

の種類の高度な多様性が特徴となっている部門において、労働者の権利と機会

を統一しようと努力している。 

62. 英国では臨時職が広がっていることから、小売流通関連労働組合（USDAW）

は特にスーパーマーケットでの派遣労働者に焦点を当て、派遣労働者の権利を

自覚するよう促し、正規労働者には派遣労働者の使用が増えると正規労働者の

労働条件を脅かすこともあるという潜在的な影響を知らせるキャンペーンを立

ち上げた。 

63. 非正規労働は小企業に特に集中しており、小売部門で問題となっている。契約

がない場合から労働者の権利が順守されない場合まで、労働の非正規性の度合

いは様々である。（例えば、フルタイム契約の代わりにパートタイム契約を利

用する、給与所得者を「自営業者」と偽るなど） 

8.2. 訓練の促進 

64. 訓練は、小売業のような絶えず変化する部門には非常に重要である。一般的に、

公共機関とソーシャル・パートナーが協力して行っている公共プログラムは、

教育、訓練、職務内容の関連性を強化する方向に移っている。プログラムは適

性を規格化し、労働者を直接教育訓練プログラムに組み込もうとしている。 

8.2.1. 初期訓練 

8.2.1.1. 政府のイニシアティブ 

65. ほとんどの国は、統合された初期職業訓練システムを利用して、職務概要、認

定システム、職業の経路を確立することによって、初期訓練を開発し（ほとん

どの EU 諸国と同じく）、またはその内容を更新する（EU15 か国と同じく）

ために著しい努力を行ってきた。 

66. また技能の認定も、ギリシャとラトビアでは部門レベルで開発され、ソーシャ

ル・パートナーの訓練機関に統合されてきた。このような努力にもかかわらず、

ソーシャル・パートナーが報告する頻出クレームのほとんどは、新人がしばし

ば無資格であること、そして使用者が独自の認定システムを持っているとこと

である。 

67. 見習い制度はオーストリアとドイツでは技能のある役職に就く鍵となる道であ

り、小売部門が主な提供者である。英国では、非正規契約は低技能労働者と未

熟練労働者の通常の入り口となる傾向がある。 

8.2.1.2. 三者によるイニシアティブ 

68. 政府のイニシアティブはしばしば三者の活動に統合されてきた。ドイツの場合

がこれに相当する。ドイツではソーシャル・パートナーは職業訓練研究所と共

に、マルチメディアの訓練教材と E ラーニングの開発を促すことを含め、未
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熟練労働者と失業者のための初期職業訓練への参加を促進することで、2006
年に合意に達した。 

8.2.1.3. ソーシャル・パートナーのイニシアティブ 

69. 使用者協会が高技能の役職、特に管理職のための職業訓練を積極的に促進して

いる国もある。例えば、スウェーデン小売卸売開発協議会のイニシアティブは、

小売部門におけるキャリア機会の促進を目的とした一連の幅広い訓練方法を取

り入れている。見習い制度プログラム「小売店の見習い」は、中等教育を受け

ている学生を対象としており、戦略的に重要な部門の技能のニーズを満たすた

めの一つの取り組みである。 

70. しかしながら、英国のソーシャル・パートナーは、ファッションの小売業は別

として、この部門に入るために利用できる専門の資格が比較的少ないことを指

摘している。 

8.2.2. 継続的職業訓練 

8.2.2.1. 政府のイニシアティブ 

71. 長く続く訓練システムが、小売部門が求める技能を提供している国もあるが、

この 10 年間に継続的職業訓練システムを立ち上げただけの国もある。 

72. デンマークでは、国の成人職業訓練システムが、争議処理と指導から顧客のク

レーム処理とニーズに合わせた販売サービスの提供に至るまで、この部門を対

象として広く利用されている 100 以上の異なるコースを含め、幅広い様々な

コースを提供している。 

73. ノルウェーには、パートタイム従業員を含む従業員のために独自の訓練機関を

持っている小売チェーンもある。 

74. オランダでは、従業員は訓練機関が発行する「経験証明書」を入手することを

選択できる。この証明書は（正式な訓練を受けずに）仕事で身に着けた技能を

承認し、最終的にはこれが修了証明書につながる可能性もある。 

8.2.2.2.  三者によるイニシアティブ 

75. 総合的な継続的職業訓練システムを持つ国々は、資格の見直し、訓練の提供方

法の評価、各自の能力と訓練の必要性のバランスをとるツールの見直しによっ

て、このシステムを更新している。 

76. またドイツで実習生のために考案されたような、職業の概要の見直し、訓練の

基本単位別の構成、E ラーニングツールの開発等の方策は、継続的職業訓練活

動にも応用することができる。これらの方策は、部門のソーシャル・パートナ

ー、ドイツの連邦職業教育訓練研究所、ドイツ商工会議所と協力して、欧州初

の商業に関する資格システムを開発、実施するために、EU が出資する

European Commerce Competence (EuCoCo)プロジェクトといったパイロッ

ト・プロジェクトに含まれている。 
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8.2.2.3. ソーシャル・パートナーのイニシアティブ 

77. 多くの国が、職業基準を設置、更新し、訓練センターの認定を促進することに

よって、生涯学習システムをさらに開発してきた。これは、ソーシャル・パー

トナーとの協議の後、公共機関、または国内や部門の三者構成組織が一般的に

実施している。これに、現地レベルの訓練を支援するために、部門レベルで企

業からの資金を蓄えている二者構成の機構が含まれている国もある。 

78. 2010 年に、この部門のデンマークのソーシャル・パートナーは、従業員が 9
か月職に就いたら、自分で選んだ関連する訓練を毎年 2 週間受ける権利を得る

という能力開発基金を導入する協定にサインした。イタリアでは、2000 年代

後半に異業種間の訓練基金が設立され、二者構成機関が労働安全衛生に関する

ものなど、強制的な訓練に焦点を当てている。 

79. 英国では、使用者は従業員がさらなる技能訓練を必要しているかどうかを判断

できるように、小売に関する国立技能アカデミーによって、オンラインの技能

評価ツールが開発された。 

80. 様々な国の部門別の技能協議会は、部門の傾向に関する主な情報を提供し、訓

練方法の専門家システムとしての役割を果たしている。一部の国では、訓練シ

ステムを作る過程で、ソーシャル・パートナーと連携している訓練機関が部門

別の職業概要に関する情報を提供して、積極的に貢献してきた。 

8.2.3. 企業または地域レベルの好事例 

81. フランスのある大手小売グループは、訓練と開発の分野においてフランスで最

も積極的な企業の一つであり、従業員の訓練プログラムが証明書につながって

いる。2005 年の導入以来、約 1,000 人の従業員が証明書を獲得してきた。こ

れは、労働者に多くの分野の基本的な技能を提供する職業開発プログラムによ

って補完されている。 

82. ほとんどの国では、訓練プログラムの対象となる企業の割合は、企業の規模が

大きくなるにつれて増えている。小・極小規模の企業における訓練を促進する

プロジェクトがポルトガルで開始されたが、イタリアでは労働安全衛生に関す

る強制的な訓練の費用は 1990 年代初頭にソーシャル・パートナーが促進し、

その後訓練基金に統合された二者構成組織のプール金でまかなわれている。 

83. この産業を幅広く研究してきたある研究者は、小売業者が従業員を競争上有利

に立つために不可欠な源であり、最小限にすべきコストではなく、売り上げと

利益の推進力であると見ている場合は、好循環を生み出している、と報告して

いる。従業員への投資は優れた業務の遂行を可能にし、売り上げと利益を後押

しする。米国とスペインの大手低価格小売業者の多くは、このような好循環を

作り出している。このような小売業者は、従業員に同業他社よりも充実した訓

練、高い賃金、良い諸給付、便利なスケジュールを提供している。このような

小売業者はまた、主に社内から昇進させることによって従業員にキャリア・ア

ップの機会を提供する努力も行っており、この企業の多くの役員が店舗の現場

からキャリアを始めている。他の多くの小売業者が行っているように販売量に

対応するために従業員の数を変えることをせず、様々な種類の業務を行えるよ
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うに従業員を訓練し、従業員が行う仕事を変えている。様々な役割のクロスト

レーニングの結果、従業員はスケジュールを予想できるようになり、常に忙し

い。そして顧客はより知識の豊富な従業員から、より迅速なサービスを受ける

ことができる。顧客の取引が多いときは、従業員は顧客関連の作業に集中し、

少ないときは他の作業に集中する。当然のことながら、このような小売業者に

おける従業員の離職率は同業他社よりもかなり低く、従業員一人あたりの売上

はずっと多くなっている。 

9. 多様な雇用関係が労働者と企業に及ぼす影響 

9.1. 労働者への影響 

84. 労働者は、労働市場に参入する能力や転職から、所得、社会保障給付を利用す

る機会、訓練の機会、労働安全衛生、結社の自由と団体交渉権を行使する能力

に至るまで、様々な形で雇用形態の影響を受ける可能性がある。非正規雇用は、

仕事の労働条件が適切で、この種の雇用が自発的であれば、雇用結果の改善と

より良いワークライフバランスに貢献する可能性がある。しかし、それが不本

意であった場合、または正規雇用に移行したいと望む労働者がそれを叶えるこ

とができない場合には、問題が起きる。2015 年 2 月 16－19 日に予定されて

いる非正規の雇用形態に関する専門家会合の背景報告書は、不完全雇用という

プリズムを通すと、不本意なパートタイム労働の度合いから、（a）もっと長

時間働きたいと思う人、（b）働く時間を増やすことができる人、（c）所定の

労働時間の限度まで働かなかった人（国内事情に従って選ばれる）に分析でき

ると述べている。いつ働く予定か、またはどれだけの収入を得ることができる

かを全く予想できないゼロ時間契約の人々を含め、小売部門の労働力にこうい

った労働者が広がっていることが、このことを明確に示している。 

85. 上記のように、Eurofound の報告書に示されている欧州からの豊富なデータ

は、パートタイムや臨時雇用であろうがなかろうが、また労働時間を減らされ、

低技能職に集中していることを考慮しても、かなりの割合の小売業の非正規労

働者の収入が、正規のフルタイムの同様の労働者よりもずっと少ないことを確

認している。このような状況は、非正規労働者が行う仕事は同一の価値を持つ

とする、ILO 基準やほとんどの国の国内法に組み込まれている同一価値労働同

一賃金の原則に反している。これに関連して、非正規労働者と比較して正規の

フルタイム従業員が使用者に提供する付加価値とは何か、という問題もある。 

86. 多様な非正規雇用に就いている多くの労働者もまた、雇用関連の社会保障給付

の利用が制限されているか、または全く利用できていない。多様な雇用関係に

ある労働者のための社会保障制度の適用範囲を保証するために機構が整備され

なければ、多くの労働者は同じ企業や同じ職場に雇用されている人々を含めた

正規の雇用関係にある同僚よりも、大きな社会的危険にさらされるだろう。 

87. 多様な雇用関係が、使用者の提供する訓練への参加に及ぼす影響は、2012 年

の Eurofound の報告書を基に、すでに上記で徹底的に議論されてきた。要す

るに、小売業のパートタイムや臨時従業員は訓練に関して相当の不利益をこう

むっていることを、経験的証拠が示している。 
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88. また、雇用関係の非正規取り決めに向けた多様化は、職場の非労働組合化、安

全衛生のレベル低下、産業における労働条件の悪化を招き、最後にはより幅広

い労働市場基準の崩壊という結果になるとも考えられている。非正規形態の雇

用に就いている労働者は、労働組合の加入や団体交渉協約の保護を受ける上で

困難を経験するだろう。特定の労働者グループの組織化や交渉が法律で明らか

に排除され、妨害される結果となっている場合もいくつかあるが、多くの場合

はその立場が問題を生んでいる結果である。しかし、厳密な原因が何であれ、

従来の典型的雇用形態とは異なる多様な雇用関係にある労働者が、結社の自由

と団体交渉権に関して直面しているもっとも共通した問題は、これらの権利を

実際に行使できないことである。 

9.2. 企業への影響 

89. 非正規雇用の企業への影響に関する文献は、労働者への影響に関する文献より

も限られているが、主に先進工業国に焦点を当てた調査結果は、多様な雇用関

係が組織の人的資源管理の慣行を変質させているという事実を明確に示してい

る。概して、組織の非正規労働者の割合が増えれば、これらの労働者の訓練へ

の組織の投資が少なくなる。そのために人事部は、訓練と開発から、市場が求

める一連の技能の確認、および効率が良く、費用対効果が大きく、タイムリー

な方法で組織のためにその技能を獲得することに、焦点を移している。しかし

ながら、このことは企業独自の技能の段階的な衰退を招く可能性がある。しか

しながら、小売業のような産業では、労働力の最大構成要素が低技能職であり、

企業独自の技能を維持する必要性は大きな懸念とはならないのかもしれない。

雇用関係の非正規取り決めへの多様化もまた、キャリア計画の責任を組織から

個々の労働者へと移行させている。個人は他の仕事でも使用できる技能を開発

するために、使用者から使用者へとたやすく移動することが可能になり、その

ために企業が典型的労働者を維持する能力に影響を与えている。組織は、正規

と非正規労働者を混合することによって企業内の労働市場をさらに細分化すれ

ば、企業が典型的従業員に期待できる組織への忠誠、貢献、関与が低下するこ

とに気づいてきた。 

10. ILO の部門の構成員は雇用関係の多様化にいかに対

応するか？ 

90. ILO は長い間、典型的雇用関係とは、一人の使用者と無期限の雇用契約を結び、

通常フルタイム労働に従事し、不当な解雇から保護される関係と考えてきた。

これは今でも、ほとんどの先進工業国における雇用関係の主なモデルになって

いる。しかし、これが唯一のモデルであると想定しないことが重要である。実

際に、小売産業が先陣を切る雇用関係のさらなる多様化は、これが決して唯一

のモデルではないことを裏付けている。サービスと知識の生産への移行、およ

びパートタイム労働、有期契約、派遣労働の拡大のすべてが、今日では極めて

一般的である。これらの変化は、例えば労働市場に参入する女性の数の増加や

家庭生活の様式の変化などを含めた政治と社会の幅広い発展の影響を反映して

いる。同じく、労働者と使用者の関係自体もより幅広い社会問題に影響を与え

ており、このことは次に、健康と福祉、生活の質、自己啓発、個人と企業の市

民権といった分野に反映されていくのである。 
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91. 雇用関係はまた、相互依存の問題でもある。その中では、使用者と従業員の両

方のある程度の協力が、それぞれの目標を達成するために必要である。使用者

は製品とサービスを提供する能力に投資するが、実際にそれを提供しなければ

ならないのは従業員である。同時に、従業員は使用者がその商業的、組織的な

目標を達成するのを可能にした場合にのみ、その努力に対する物質的報酬を得

ることができる。 

92. これらは、政策立案者と小売部門の構成員が、小売業者のさらなる組織の弾力

化への関心と、多様化する雇用関係のディーセント・ワークへの影響に対する

労働者の懸念のバランスをとるための合意を得る努力を行う際に考慮すべき、

基本的な検討事項である。 
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序文 

1. 世界対話フォーラム「小売業における雇用関係がディーセント・ワークと競争力

に与える影響」が、2015 年 4 月 22～23 日にジュネーブの ILO 本部で開催された。

ILO 理事会は第 317 回理事会（2013 年 3 月）でフォーラム開催を提案し、第

320 回理事会（2014 年 3 月）でフォーラムの構成を承認した。ILO は討議報告書

を作成し、フォーラムの討議の基本となる討議項目を提案した。 

2. フォーラムの目的は、今後進むべき道に関して合意を得るために、三者の部門構

成員が、小売業における雇用関係の多様化が小売部門のディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）と企業の競争力にどのような影響を与えてい

るかを議論できるようにすることである。 

3. フォーラムの議長は Maria C. Valderrama 氏（フィリピン）、政府グループのコ

ーディネーターは Sabrina Mhar 氏（オーストラリア）、使用者と労働者グルー

プのコーディネーターはそれぞれ Peter Woolford 氏と Ruben Cortina 氏であっ

た。フォーラムの事務局長は部門別政策局局長である Alette van Leur 氏、書記

長は John Sendanyoye 氏、事務局サービスコーディネーターは Ms May Mi 
Than Tun 氏が務めた。ともに部門別政策局職員である。  

4. フォーラムには、29 の加盟国から 35 人の政府代表とアドバイザー、20 人の労働

者グループと 11 人の使用者グループ参加者を含む 66 人の参加者、および政府間

組織（IGO）と非政府間国際機構（INGO）の 3 人のオブザーバーが参加した。

参加者の約 62％が男性で、38％が女性であった。  

5. フォーラムの事務局長は、この小売部門をさらに魅力ある部門にし、ディーセン

ト・ワークを確保するための措置を立案し、実施する際に、社会対話が重要な役

割を果たすべきである、と強調した小売部門に関するこれまでの会合の成果を想

起した。同様に、これは小売部門における雇用関係の多様化に特に注目した今回

のフォーラムの目的でもある。良き慣行を雇用関係に適用し、さらに包括的な職

場を保証することで得られる利益と付加価値に関しては、合意がある。顧客の期

待に応え、競争力のある環境や他の傾向に適応するためには、労働時間のさらな

る柔軟性が必要である。しかしながら、この柔軟性は、ディーセント・ワークの

原則および満足できるワークライフバランスに対する労働者のニーズに合わせる

必要がある。討議では、小売部門の ILO 加盟国政労使と政策立案者が、柔軟な労

働契約の問題に関する使用者と労働者のニーズの公平なバランス、仕事のスケジ

ュールと所得の予測可能性、および ILO のディーセント・ワークの原則に労働条

件を 大限合わせた雇用慣行を効果的に保証するために、社会対話を 大限利用

する方法を評価することになろう。事務局長は、フォーラムの討議が今後数年間、

ILO と構成員の小売業における活動を導く有益な提案となることを確信していた。 

6. 議長は、多くの国の経済において、すべての仕事の 10％以上を占めている小売業

の雇用創出における重要性を強調した。議長自身の国であるフィリピンでは、小

売・卸売業は 2011 年に合わせて 700 万人以上を雇用していた。これは全雇用の

20％弱にあたり、この部門の労働者の約 60％が女性である。 近の調査によると、

商業全体では 2014 年に記録されている 100 万の新規雇用の 22.8％を占めており、

これは他のどの部門よりも多い。しかしながら、この部門の雇用の質は依然とし

て重要な課題であり、ディーセント・ワークと持続可能な企業成長を伴う質の高

い雇用を両立させるバランスを求め続ける必要がある。フォーラムのための ILO
の討議報告書に記されているように、多くの要因が小売業における雇用関係の多
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様化プロセスを促進し、ILO 加盟国政労使が取り組む必要のある課題を生み出し

ている。この部門においてディーセントで生産的な仕事を促進するために、フォ

ーラムが政府、社会的パートナー、ILO による活動の具体的な提案とともに、合

意項目を採択することを、議長は期待している。フォーラムには、この産業関連

の諸問題に関して重要な経験、専門知識、見識を持つ世界中の参加者が集結した。

議長の役割は、フォーラムの役員と協議の上、討議の進行役を務めることである。

各国には独自の事情があるだろうが、三者構成主義の精神と建設的な対話の環境

があれば、共通の理解を生み出すだろう。合意項目に加え、フォーラムは討議の

終報告書を作成する。議長は討議報告書を紹介した。この報告書は小売業部門

の 近の発展の背景を極めて一般的な言葉で示し、この部門における雇用関係と

その他の契約取り決めに関する主な特徴と問題を様々な観点から明らかにしてい

る。文書はこのテーマの徹底的な統計分析を提示したり、世界中の様々な国にお

ける経験を詳細に検討するようなことはしていない。大多数の非 OECD 加盟国、

そして多くの OECD 加盟国に関してさえも、この部門の雇用関係の傾向に関する

信頼できるデータが不足している。小売業におけるディーセント・ワーク、スタ

ッフのコミットメント、顧客の忠誠心の結び付きは、他のどの部門よりも強力で

あり、他の部門は賃金労働でこれほど大規模な多様化をまだ経験していない。文

書は、雇用関係の多様化に関して組織のさらなる弾力化を求める小売業者とディ

ーセント・ワークを求める労働者それぞれの利益のバランスをとるために、合意

項目を作る際に何を考慮したらよいかに関する短い議論を行って、終わっている。

議長は、小売業の収益性と成功を促進する環境の種類、および世界中の男性と女

性のディーセントな雇用を創出し、維持する条件を明らかにしながら、興味深く、

有用な討議が行えるだろうと考えた。 

7. 労働者グループのコーディネーターは、フォーラムでこの部門の状況を改善する

合意が得られることを希望した。労働者グループは、グローバル化が労働関係と

作業編成の質を低下させている小売り部門の現在の状況に不満を抱いている。

1990 年代から、特に 2008 年の経済危機以降、労働市場はグローバル化のプロセ

スが始まった頃以上に広範囲に及ぶ弾力化と職場における権利悪化を経験してき

た。今ではディーセント・ワークの原則を再確認することが必要となってきた。

フォーラムは、パートタイム労働のレベルが高く、増大していることと、標準的

労働の継続的な減少について検討すべきである。労働者は、使用者がビジネスの

柔軟性を必要としていることを認識しているが、これは社会対話や団体交渉を通

してのみ達成すべきであると主張した。その代わりに起きていることは、社会対

話と団体交渉の衰退とともに、労働時間の延長と労働者搾取が、今日のグローバ

ル化した市場で前進する唯一の方法と見られるようになっていることである。労

働者は、これらの問題を効果的に監視できるフォローアップを、フォーラムが勧

告することを期待している。 

8. 使用者グループのコーディネーターは、小売業で革命的かつ劇的な変化が起きて

おり、特に雇用関係に及ぼす影響に関しては、理解しがたいペースで起きている

ことも多いために、討議が重要である、と強調した。このような変化は、同じペ

ースで継続し、あるいはさらに加速すると予測されており、顧客主導型である。

というのも、消費者は他のどの産業よりも、消費者のニーズを満たす選択肢を多

く持って運転席に座り、他の誰もが意思決定に対応しなければならない状況に追

い込んでいるからである。雇用に関しては、全ての経済国において小売業が重要

であり、例えばカナダでは 8 つに 1 つの仕事、また他の多くの国では労働力の少

なくとも 10％を小売業が占めている。またこの部門は、多くの人々にとって労働

力への重要な入口となっており、小売店はほぼ全てのコミュニティの中心になっ

ている。 
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9. ILO の討議報告書に話を戻すと、使用者グループのコーディネーターは、欧州の

労働市場が他の地域の労働市場、特に発展途上国の市場とかなり異なっているこ

とを考えると、使用者グループが欧州中心主義であることに失望したと述べた。

使用者はさらに、実際は補完するものであるのに、ディーセント・ワークがあた

かも競争に反するものであると報告書が示しているように思われることを憂慮し

た。ディーセント・ワークの原則を 1960 年代から非標準的労働が広がっている

小売業に適用することは、確かに挑戦課題であるが、それでもこの原則に合わせ

ることは可能だろう。小売業者はほとんど訓練を行わないという報告書の見解と

は反対に、実際は多くの訓練が現場で行われることが多く、将来に備えて基本的

な技能を労働者に身につけさせている。コーディネーターは、合意項目を作成す

る際に、フォーラムが、2013 年 6 月の第 102 回 ILO 総会で採択された新たな人

口動態における雇用と社会的保護に関する結論の第 18 パラグラフから着想を得る

ことを期待した。それは「労働市場はすべての関係者に正当な利益があることを

認め、変化する環境に適応出来るような方法で機能を果たす必要がある。これは、

労働者には変化に積極的に関与できるよう安定と安全を与え、また使用者には競

争力があり革新的な存在になるために必要な柔軟性を与えることが出来る枠組み

の中で起きるべきである。」と述べている。 

10. オブザーバーで参加した UNI 書記長は、小売部門には労働組合組織化の長い伝統

があることを強調した。書記長は、小売り部門の経済的重要性と数百万人の労働

者の生活に与える影響が認められていることは合意されており、これをすべての

グループが政府にはっきりと理解させるべきであると考えている。書記長は小売

部門に関する適切なデータがなく、しばしば至るところで無視されていることに

驚かなかった。小売業はフォーマル経済の雇用への入り口となっていることが多

いのは確かであるが、多くの労働者はインフォーマルな小売経済に陥ったままで

ある。アフリカでは、この地域の経済が原料の輸出から脱却し、商業へと向かっ

ているために、大規模な人口動向の変化が、数百万人分の新しい仕事を必要とし

ている。また、小売業が数百万のアフリカ人の新しい労働の世界への入り口にな

りうることにも、同様の合意がなされている。労働者はまた、小売業は顧客主導

型であるが、顧客もまた、自分の買う商品が道徳的に正しく調達され、サプライ

チェーンの労働者が確実に公平に処遇されるよう、小売業者が努力していると確

信したいと考えている。顧客は高品質で公正な価格の商品だけではなく、労働者

の公平な待遇も希望している。サプライチェーンの役割が、ドイツが議長国を務

める G7 の主な議題の一つになっていることに、書記長は留意した。 

11. UNI 書記長は、使用者と同じく労働者も、企業の生き残りを保証することに大き

な関心を抱いているが、また一方では、競争の激化が仕事の質と収入の低下およ

び労働者の搾取を背景に勝ち取られることがあってはならないと信じている、と

強調した。消費支出は、その多くが小売業を通したものであり、先進国の多くの

国内総生産の約 70％を占めている。従って、小売業にとって所得格差は全体の消

費を引き下げることから、役に立たない。小売部門が繁栄するためには、小売業

者の商品を買うために十分なレベルの可処分所得がある労働者が必要である。尊

厳と適正な収入のある仕事は、伝統的に中流階級の支えであった。効果的な労働

制度は、団体交渉を促進し、所得分布の均衡を取り戻し、また現地と世界の両方

でディーセント・ワークを推し進める。この問題に関する 近の専門家会議で強

調されたように、是正措置がとられなければ、非標準的雇用形態が多くの地域で

ディーセント・ワークの欠如を招く恐れがあることを、労働者は認識している。

労働者と優れた使用者は、世の中の怪しげな大手小売業者に改善するよう説得す

る合同の努力を行う必要がある。重要な問題に関して王道を行き、ディーセン

ト・ワークを提供して、小売業を繁栄させることが可能であることを示す例もあ
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る。 後に、書記長は参加者に、この翌日がラナ・プラザ崩落事故の 2 周年にあ

たることを想起した。この事故の後に、UNI は他の労働組合、大手小売りブラン

ド、製造業者と共に、バングラデシュの衣料品工場における労働条件とディーセ

ント・ワークを改善するために合同の努力を行うことに、ILO を介して同意した。 

討議事項１：小売業におけるディーセント・ワー

ク、熾烈な競争環境、雇用関係の進展に関して

ILO 加盟国政労使が直面している課題は何か 

12. 米国の使用者側参加者は、使用者グループを代表してスピーチを行い、小売業の

使用者はディーセント・ワークの条件を重要課題と考えていると強調した。企業

の競争力は従業員の深い関与によって築き上げられており、それは回り回って、

ディーセント・ワークを提供されている職員から引き出されたものである。この

ことは、小売部門が提供しているのは低賃金、無給付、高率の人員削減で、その

すべてが女性労働者に偏った影響を与えていることから、小売部門にはディーセ

ントな労働条件がないとする ILO の討議報告書の表面的な前提とは反対である。

他の産業のように長期にわたる実習制度はないが、小売部門は広範囲な訓練も行

っており、結果として職員は他に例を見ない製品と店舗の知識を持っている。そ

のような訓練は、若者が仕事の経験を通して他部門で将来の仕事に就けるよう準

備を行い、失業中の人々に労働市場に戻る可能性を与えるという、重要な役割を

果たしている。この使用者側参加者は、労働者は不本意な労働時間で働いている

という主張を否定し、適切なところに目を向ければ、討議報告書で主張されてい

るよりも小売部門に関するデータはずっと多いと主張した。小売業の仕事は、経

済と労働参加率の引き上げの両方で重要な役割を果たしている。さらに、同参加

者は急成長を遂げている電子商取引と伝統的な実店舗の小売りモデルを差別化す

る必要性を強調した。電子商取引は運転手、梱包業者、運送業者やその他の職種

に雇用を提供しているが、伝統的な小売業は別の種類の雇用を提供しており、こ

れも維持すべき重要な雇用である。使用者グループの意見では、討議報告書は小

売部門の労働市場への貢献と訓練とキャリア開発の強化における役割を過小評価

している。同参加者は、フォーラムが企業競争力のある公正な労働慣行を支援し

続けることで合意に達すると確信していた。 

13. ニュージーランドの労働者側参加者は、小売業の金融化が進んでいることを非難

した。世界の金融はもはや小売部門を別個の部門とは見ず、どちらかというと資

本金に対して 大限の見返りを絞り出すもう一つの活動にすぎないと見ている。

世界の小売業者が労働者と労働条件への配慮に関心を示してきたが、より高い収

益率が求められるために、ディーセント・ワークの効果的な実現が脅かされてい

る。許容できる収益率に関する国際的合意が、すべての人にとって有益であろう。

同参加者は、自分が経験した小売部門の一般的な労働条件が、前の講演者の条件

と大幅に異なっていると述べた。ニュージーランドの新しいスーパーマーケット

では、労働者の 80％が週 20 時間未満で雇用されており、その時間はほとんど予

測できない。また、一人につき平均 2 時間しか訓練を提供していなかった。その

うえ、過去 15～20 年に小売業は大きな変化を経験し、巨大な小売業者が発展し、

計り知れないほど大きな交渉力を持ち、その気になれば、納入業者を壊滅させる

ことさえできるようになった。さらにこのような巨大小売業者は、時には小売業

者の長期的存続能力を犠牲にしても、資本収益を挙げることにしか関心のない金

融資本によって支配されている。テクノロジーもまた余剰人員解雇の増加という

点で、さらに大きな問題になっている。国際金融に対する国際的な金融取引税の

導入を目的として討議を行い、ILO が重要な役割を果たすことが重要であり、ま
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た法外な収益率を求める金融の絶え間ない要求を制限する方法を模索することも

重要である。 

14. チリの労働者グループの参加者は、労働者は自身の企業の継続的な競争力、企業

の成功と持続可能性に関心を持っているが、労働者もまたそのような成功を分か

ち合いたいと考えていると強調した。小売部門は実際に、特に労働者に広範囲な

影響を与える継続的で幅広い変化を経験している。しかし、使用者の主張に反し

て、消費者は実際には、使用者自身の行為ほど消費行動を形成する原動力になっ

ていようである。労働者と労働組合は、パートタイム雇用へのさらなる移行、柔

軟なシフト、賃金の低下を含む労働条件の重要な変化に関して、意見を求められ

て来なかった。多くの国で労働組合が承認されておらず、団体交渉の実施を拒否

する企業もある。現在進行中の変化への対処法に、団体交渉や他の形の社会対話

を加える必要性があるのは明らかである。使用者が労働者と同じように労働者や

労働組合との双方向の会話に進んで参加しようと考えている限り、労働者はこれ

らの問題で、使用者と協力する準備ができている。 

15. 政府グループのコーディネーターは、小売部門の多様性、特に新興経済国、発展

途上国、先進経済国の間の違いに言及した。新興経済国と発展途上国は、小売部

門でかなりのインフォーマル性に直面しており、労働条件が劣悪な可能性がある。

これらの国々の中には現代的な小売業の形式、正規雇用の増大、労働規制の順守

レベルの向上に徐々に移行している国もあるが、様々な課題がいまだに一族経営

の企業、大規模なインフォーマル性、ワーキングプアが目立つ小売部門の労働条

件に影響を与え続けている。正式契約、正しい雇用関係、適切な規制、満足のい

く監督と国内労働基準の順守を保証するには不十分な政府の財源、社会的保護の

欠如という問題は、多くの新興経済国と発展途上国に根強く残っている。先進経

済諸国で取り組むべき問題には、小売業者間の激しい競争とさらなる激化、およ

び巨大な小売部門における労働基準の一貫性のない履行などがある。また、政府

レベルの労働者の保護基準が国によって異なっている。非標準的雇用形態が一部

の人に有利であることが判明している一方で、この雇用形態が政府グループの特

定のメンバーに懸念をもたらしている。また、電子商取引の出現と普及が伝統的

な小売業の形態を弱体化しているために、これをさらに理解する必要性もある。

小売部門の労働条件を改善する可能性のある方法を議論する会議を開催する予定

の国もあるようである。またサプライチェーンの底辺にいる弱い立場の労働者の

問題にも取り組むべきである。 

16. 米国の政府代表は、厳しい法律があるにもかかわらず順守レベルが低いアパレル

産業のサプライチェーンの深刻な問題に言及した。連邦 低賃金ではなく出来高

制で労働者に支払うという慣行は、労働者の賃金を犠牲にして価格を下げる熾烈

な競争を生み出すだけである。課題と課題への取り組み方を理解しようとする努

力は現在も進められている。これには労働組合、労働者、様々な利害関係者を一

堂に集める会議が含まれている。大手小売業者や様々な産業の指導者が出席する

特別プログラムも実施されている。過去 5 年間、米国政府は資源の制約に直面し

ているにもかかわらず、労働条件の改善に役立つ方策を厳密に実施してきた。同

代表は、この翌日がラナ・プラザ崩落事故から 2 年目にあたることに言及し、根

本的な問題に取り組み、適切な行動がとられなかった場合にどこでも起こりうる

同様の悲劇を回避するためのイニシアティブを歓迎した。公正な競争の場を作り

出す勧告は実施すべきであるが、決して労働条件を犠牲にしてはならない。 

17. 韓国の政府代表は、大手小売業者の慣行、特に過度な労働時間が、中小規模の競

争相手に悪影響を及ぼしていることに言及した。このような慣行を阻止し、ディ
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ーセント・ワークへの悪影響を減らすために、韓国政府は大規模なスーパーマー

ケット・チェーンの営業時間を制限する法律を 2012 年に導入した。 

18. 南アフリカの政府代表は、特に 低賃金以下、基準以下の労働条件での移民や他

のカテゴリの脆弱な労働者の雇用に関する査察と法の施行が、南アフリカの 大

の課題であることを強調した。ディーセント・ワークの条件を奨励する法的枠組

みが定められているにもかかわらず、労働監督と法の施行の強化が依然として課

題になっている。 

19. 使用者グループのコーディネーターはフォーラムに対し、討議を小売部門におけ

る雇用関係に限定し、サプライチェーンまで拡大しないようにするべきであると

注意した。 

20. 南アフリカの使用者側参加者は、南アフリカの小売環境のいくつかの変化、労働

力の多様性、雇用の規制枠組みを説明した。同参加者は、既存の労働法に柔軟性

がなく、小売業の効率と競争の必要性を妨害していると嘆いた。例えば非標準的

労働者のための労働時間や病気休暇の計算といった問題に関する法律は強制力が

なく、インフォーマル性からフォーマル性への移行を促進するレベルになってい

ない。このような状況が特に中小企業に関して、使用者のコンプライアンスを困

難にしている。法の施行とコンプライアンスは、競争力確保の大きな課題である。

小売部門は、生涯学習や技能開発を通して、労働市場の 適化に重要な役割を果

たしている。それが 初の労働経験、学習、自営業、退職のいずれに適用された

場合も同様である。フルタイム労働者と非標準的労働者のニーズが異なることか

ら、社会的保護政策の策定は、すべての小売労働者の要求に応えられるように、

これまで以上に革新的なものとし、拡大し、適切に調整する必要がある。さらに、

小売企業の成熟度のレベルが異なることを考慮し、伝統的な形の社会対話と関与

も、同じように結社の自由と代表権を保証出来るように、改善する必要がある。

非標準的雇用モデルの 重要課題は、これらの雇用形態にディーセント・ワーク

をもたらすための調整を行うことである。これはかならずしも強制する必要はな

く、国レベルで十分な柔軟性を持たせなければならない。使用者の中には、労働

者の要求に応じて雇用を設計するものもいる。休暇の調整、法定休暇よりも時給

の引き上げ、価値ある利益を提供するポイントカード、小売業やその他の部門で

の将来の雇用でも通算可能な少額の年金基金の積立、パートタイムで学習ができ

る訓練と柔軟性は、小売部門に若い従業員を惹きつけ、維持する上で役立つ慣行

である。社会対話は万能型のアプローチではなく、雇用慣行を小売部門の特性に

合わせることを目的とすべきである。 

21. 労働者グループのコーディネーターは、サプライチェーンと小売業は実際には異

なるテーマであるが、それにもかかわらずかなり相関関係にあると言う点で、使

用者側のコーディネーターと意見が一致した。現在のフォーラムの中でサプライ

チェーンの議論を回避することは、消費者が小売業に及ぼす影響に言及しないこ

とと同じである。 

22. スペインの労働者側参加者は、統計のデータとスペインの実態に感覚的な違いが

あることを強調した。消費と小売販売の増加を示す現在の統計データは現実であ

るが、このことが実際の雇用に同様の増加として反映されてはいない。実際に雇

用されている労働者は増えているが、労働時間は減少している。経済金融危機以

後、小売業は 50 万人以上の雇用を失っており、雇用が成長し 2007 年以前のレベ

ルに達するまでには、さらに多くの時間が必要である。女性は特にパートタイム

と非標準的形態の雇用の増加の影響を受けている。ILO の討議報告書に記されて

いるように、いくつかの部門における訓練の質と量は高く評価できるが、実際に
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は訓練の全体的レベルが低下していることに留意することが重要である。小売店

の営業時間が延びたとしても、小型小売店、大手小売チェーン、電子商取引事業

者の間の競争が非常に激しくなっているために、売上高は改善されていない。 

23. 米国の労働者側参加者は ILO の討議報告書で言及されている訓練投資の労働者の

生産性への影響にふれ、小売業者が職員を 小限に減らすべきコストではなく、

売り上げと収益の原動力と見れば、結果として好循環がもたらされると説明した。

小売業者に関するマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究によると、労働力へ

の投資が少ないと離職率や労働者と顧客の間のフラストレーションのレベルが上

がり、業績不振という結果を生み出すが、より良い賃金、より多くの時間、長期

契約は売り上げと収益に非常に好ましい影響をもたらすことが分かっている。米

国では小売労働者が不満を持っているために、時給が 0.25 米ドル増えると期待さ

れるだけで、従業員が現在の使用者を離れ、ライバルの小売業者に移ることが多

いと報告されている。時給は安いが長時間労働を提示している他の小売業者の職

を、労働者が喜んで受け入れる場合もある。小売業の仕事にはディーセントな労

働条件がないために、大部分は「使い捨ての」仕事とみなされているが、提供す

る労働条件を改善するために適切な投資を積極的に行う使用者には、すぐに利益

をもたらすことができ、技能があり、意欲的な労働力を開発することが出来るだ

ろう。逆に、ビジネスモデルに予想「離職率」を組み込んだところ、労働者が勤

続手当のために 終的にわずかに収入が増える結果となり、離職率が下がり、収

益性も下がるという状況を招いた企業もある。なぜ労働者が離職するかを調査し、

労働者の不満と法外な離職率に対する合同的な解決法を考えるために、退職者と

の面談や合同分析に関する団体交渉と社会対話を増やす必要がある。 

24. オーストラリアの労働者側参加者は、ディーセント・ワークの原則よりも顧客の

需要のほうが優先されるべきであるという意見に異議を申し立て、若い労働者は

法律が定めた休暇をディスカウントカードに交換したがるという使用者側参加者

が示した良き慣行を冷笑した。同参加者は使用者が労働力を調査し、労働者は明

らかにピザで支払ってもらいたがっていることを知ったというもう一つの例を、

この件と対比させた。若い労働者はディスカウントカードとピザのことだけを気

にしていると決めつけることは、いかなる使用者であれ表面的で不快なことであ

る。これは、今日の若者が直面している高齢の両親の介護と言った責任を認識し

ていない。特に若年労働者の割合が高い産業において、このように若者の優先事

項を想定することは非常に危険である。このような関係性を再構築または再定義

するのではなく、非標準的形態の労働にディーセント・ワークの原則を適用する

ことに努力を注ぐべきである。非標準的な雇用形態はディーセント・ワークの原

則を侵害しないように使用者の責任を再確認する一方で、確実で合法的な労働権、

社会保障、賃金を提供する必要がある。 

25. ベルギーの使用者側参加者は、欧州レベルで商業部門の使用者を代表する組織、

ユーロコマース（欧州商業事業者団体）を代表しスピーチを行い、ユーロコマー

スは「商業部門の若者により多くの、より良い雇用を」と題する調査を行った。

この調査は若年層の雇用、求人、世代間の連帯に焦点を当てている。この調査は

様々な欧州諸国の雇用の維持に関する良き慣行で構成されている。これらの事例

集は近日刊行予定であり、国、企業、現地レベルでまとめられている。調査結果

には、雇用の柔軟性はフルタイムとパートタイムの雇用契約の満足のいく調整を

実現し、仕事とプライベートな生活を両立させるための出発点であるために、小

売業では雇用の柔軟性が必要であることを確認する結果が含まれている。柔軟な

就労形態は高齢者の介護や育児といった特定の責任の実現を促進する。 
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26. ナイジェリアの使用者側参加者は、発展途上国では小売業者はオンライン販売と

競争するだけでなく、インフォーマルな市場の事業者とも競争していると述べた。

技能不足は、訓練への投資を通して現地の能力強化に貢献している小売業者にと

って課題である。ナイジェリアのような発展途上国の小売業者は、 低賃金より

もかなり高額の賃金を労働者に支払うことで、ディーセント・ワークを提供して

いる。 

27. 南アフリカの労働者側参加者は、非典型的形態の労働はまさにディーセント・ワ

ークの概念に対抗していると述べた。同参加者は南アフリカの 近の法整備に関

して報告した。南アフリカでは政府と企業が参加する広範囲に及ぶ対話に続き、

日雇い労働者を 3 か月間継続的に雇用した後は、フルタイムに転換させることを

規定する規制が採択された。政府は労働者の権利強化に積極的に関与し、労働者

が十分な収入を得るために必要なツールを与えられるようにする必要がある。非

常に低賃金であると、労働者がその国の経済に十分貢献出来ないからである。 

28. 米国の労働者側参加者は、小売部門の労働力は若年労働者だけで構成されている

わけではないと説明した。この誤解のために、多くの大学卒業者や勤労者世帯が

一番の扶養財源として小売部門の雇用に依存しているという事実が無視されてい

る。小売業の雇用基準と労働条件もまた、このような労働者を念頭に置くべきで

ある。同参加者はさらに結社の自由と団体交渉は、政府グループが法の施行と財

源の問題に取り組むための 善の道であると付け加えた。 

討議事項 2：柔軟な雇用契約、予測可能な仕事の

スケジュールと収入に対する使用者と労働者双方

のニーズ、および小売業のフルタイム雇用を、

ILO のディーセント・ワークの原則といかにして

実際に調整できるか 

29. ニュージーランドの労働者グループの参加者は、フォーラムに対し、予測できな

い労働時間と当てにならない収入によって生じる結果の重大さを、労働者の視点

から検討するよう求めた。同参加者は ILO 文書の第 58 パラグラフに注目し、こ

のパラグラフが十分なまたは予想できる労働時間や生活賃金を保証していないに

もかかわらず、収入を補うためにライバル会社で働くことを禁止し、商業を制限

する条項を加えているゼロ時間契約の事例を特に明らかにしていることに注意を

促した上で、この文書が印刷されてから、英国とニュージーランドの政府は、顧

客、労働者、メディア、一般人からのプレッシャーを受け、ゼロ時間契約を禁止

する法律を制定する意思を表明したと報告した。残念ながら、この種の契約はい

かなる場合にも、時間が保証される契約に置き換えられてはいない。同参加者は

フォーラムに対し、ゼロ時間契約と商業を制限する条項に反対する強い声明を発

表するよう呼びかけた。ゼロ時間契約固有の問題以外に、大手の多国籍小売業者

は予測できない労働時間や当てにできない収入を一般的に促進する雇用慣行をさ

らに多く導入している。ニュージーランドのスーパーマーケット・チェーンでは

従業員の 80％が週 20 時間以下で契約しており、そのほとんどが週 8～12 時間し

か雇用されていなかったことが、これを示す例である。短い、不安定な時間を割

り当て、非常に低賃金で雇用するという慣行は、女性労働者が大部分を占める産

業に悪影響を及ぼす。多くの場合、小売部門の低賃金は労働者を政府の給付金や

助成金を必要とする状況に追い込むが、収入が予測できないために、ほとんどの

人はこのような給付金を受ける資格がない。賃金と労働時間が予測できないこと
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は、新入社員だけでなく、扶養家族を抱える労働者にも影響を与えている。同参

加者は託児施設の融通の無さと小売産業で労働者に課せられている行き当たりば

ったりのスケジュールの食い違いから起こる問題を強調し、法定 低労働時間が

小売業の使用者に「 高労働時間」として扱われないことを保証するよう、政府

に注意を促した。 

30. 同参加者は ILO 文書の第 90 パラグラフにさらに注意を促し、金融業が資本と投

資に対する法外な見返りを求めていることが、使用者と労働者の間に広がる力の

不均衡をさらに悪化させていると述べた。使用者が非標準的雇用形態を好む本当

の理由を分析する必要がある。使用者自身が顧客の需要を駆り立てていることを

考えると、顧客の要求を基にしているという理由に、労働者は納得していないか

らである。使用者が労働コストを下げるために非標準的雇用形態を促進し、それ

によって、資本に対して極めて高い利益率を上げている、と労働者は考えている。

柔軟で予測不可能な取り決めが労働者に利益をもたらすことを立証する資料はな

い。 

31. ポルトガルの使用者側参加者は、需要をより適切に予測し、従業員の配置計画の

プロセスを改善するために、使用者は情報テクノロジーのツールへの投資と開発

を行っていると述べた。柔軟性が一方方向にしか作用しなければ、労働者が不幸

になり、従業員の離職率が上がるだろう。それゆえに、労働者と使用者の両方が

柔軟性を必要としている。使用者もまた、以前よりも従業員の訓練に多くの投資

を行っており、そのような投資で損失を出さないためにも、従業員の要求をより

多く受け入れることに関心を持っている。 

32. ドイツの使用者側参加者は顧客の好みの重要性に注目し、多角的な商取引を行う

同参加者の企業では、顧客は王様であるという哲学の下に運営しており、卸売と

小売の部署では別のアプローチを取っている。同参加者は、テクノロジーの発展

は、一対一のカスタマーサポート・サービスは引き続き必要とされるとしても、

小売部門のいくつかの種類の仕事を消失させる可能性があるという事実を無視し

てはならないと強調した。このような状況から、もっとも緊急に必要とされてい

るのは、政府、使用者、労働者が現在進行している変化を考慮し、ディーセン

ト・ワークの原則をしっかりと尊重して、継続的な訓練と小売部門の労働者の雇

用適性を保証する良き慣行を基にしたアプローチを合同で検討するためのメカニ

ズムとして、社会対話を利用することである。同参加者は、各地域で、小売部門

の社会対話に差が広がっていることに留意した。欧州では対話は主に雇用契約の

形態に焦点を当てており、この問題に関する個々に適した解決策の考案も盛り込

まれている。会合は、パートタイム労働などの様々な雇用形態を含め、労働者が

仕事から喜びを見出し続けられる方法を検討するための素晴らしい討議の場を提

供した。同参加者は自身の企業における安定した雇用を報告できて幸せであると

述べた。 

33. ナイジェリアの使用者側参加者は、万能型のアプローチはいかなる場合にも実行

が難しいために、これを回避する必要性を強調した。ナイジェリアでは団体交渉

のメカニズムが導入されていることから、団体交渉でこの問題に取り組むことが

できる。同参加者は、様々な国に見られる良き慣行を現地の条件に合わせること

を目的として検討するよう、フォーラムに促した。 

34. 米国の使用者側参加者は、小売部門では訓練が も重要であるが、使用者は一度

訓練を受けた労働者が他の使用者のところに移ると、訓練への投資の利益を以前

の使用者から奪うことになる、と懸念することが多いと認めた。同参加者はこの

点に関して使用者が直面しているジレンマを人気の CM を引き合いに出して説明
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した。この CM では、ある経営者は企業が労働者を訓練しても、その後労働者が

競争相手のところに転職してしまうことを憂慮し、転職先の別の経営者は、労働

者を訓練しなかったらその人が会社に留まることにしたことを、同じように憂慮

するという内容である。同参加者は、パートタイム労働者の 15％しかフルタイム

の仕事を望んでいないことを示す調査の具体的な証拠に注目し、変化が目前に迫

っているという現実を強調した。労働者、政府、使用者は同じボートに乗ってい

ないかもしれないが、全員が同じ嵐の中にいることは確実である。同参加者は、

「才能を求める戦争」が広く起きているために、使用者はできる限り労働者に協

調的であるという意見を支持する OECD の報告を引用した。競争が激化している

ために、使用者は柔軟な労働形態を必要としているが、この労働形態は完全に任

意であり、労働者に強要するものではない。 

35. 政府グループのコーディネーターは、加盟諸国の法律がますます柔軟な労働形態

を支持するようになっていると述べた。社会的パートナーに対し、こういった柔

軟性とディーセント・ワークの原則を調和させるために共同で努力するよう促し

ている政府もある。育児に関するものを含む自発的な取り組みが、使用者によっ

て導入されている。従業員の賃金を下げるために、働いた時間を不正に記録する

といったディーセント・ワークに違反する慣行に取り組むための支援プログラム

の例もある。労働者の権利を知らせるための社会的パートナーや他の利害関係者

との経験は、非常に有益であることが分かっている。同コーディネーターはまた、

様々な国に自営業の小売業者の協会が出現していることにも言及した。 

36. 南アフリカの政府代表は、自国の政府が労使間の団体協約を好む傾向を強調した。

団体交渉が脆弱な場合は、政府が部門別に決定を行う結果を招いてしまうが、そ

うでない限りは、これらの団体協約が各産業の関係者それぞれの利益を調整する

適なツールとなっているからである。現在、この過程は、三者構成会合を計画

する任務を担う委員会によって監視され、場合によっては大学のような中立の立

場の人も参加している。同代表はまた、パートタイム労働者の諸給付に関する南

アフリカの新しい法律にも言及した。週 27 時間未満の労働に関する雇用関係は、

年次休暇に関してのみわずかに異なるものの、今ではフルタイムの契約と同じ給

付を受ける資格が与えられている。 低賃金条項に関しては、5 人以下の従業員

の企業により柔軟な枠組みが適用されている。企業が困難な状況に直面した場合

には、厳しい手続きを伴う特別な規定ではあるが、 低賃金に満たない額を労働

者に支払えるように、政府が企業に一時的な免責を発令することができる。職務

上の柔軟性もまた、使用者と労働組合の合意があれば、許される。 

37. 労働者グループのコーディネーターは、すべての参加者の活気ある議論を賞賛し

た上で、提起された特定の定義とコンセプトが懸念されることも認めた。同コー

ディネーターは 1990 年代に、変化の緊急性と使用者の柔軟性の必要性に関して、

類似の話しがアルゼンチンの社会対話で出現したことに留意した。2001 年には、

深刻な経済危機が失業率 25％を生み出し、経済活動を行っている人口の半数がイ

ンフォーマル経済の労働に追い込まれた。ラテンアメリカ・中央アメリカの他の

国々もまたこの危機の影響を受け、この地域での労働組合の組織率を史上 低に

引き下げた。 

38. フォーラムの参加者は、自分が今後 30 日間雇用されるかどうか、あるいは翌週の

いつ、どの日に働くよう求められるか分からないような状態に追い込まれたら、

どのような気持ちになるかを考えるべきである。若年雇用に関する統計は、厳し

いシナリオを警告している。高い失業率は別として、パートタイム雇用が極めて

一般的に広がっている。同コーディネーターは、若年労働者がパートタイム雇用
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を好むことを示す統計と調査を疑問視した。現実はさらに微妙に異なり、また複

雑で、状況は国によって異なっている。失業率 7％の国で効果のある解決策は、

25％以上の失業率を抱える国ではうまく行かないだろう。 

39. 労働者は、技術の変化と変動する顧客の需要が意味することを熟知している。労

働者はこれらの変化を直接経験しており、それぞれの企業で導入に関わっている。

労働者は、これらの変化とその結果から、各国の現実に合った団体交渉を促進す

る枠組みを作る必要性が高まっていると考えている。労働者は使用者と正式に交

渉できるよう、労働組合の承認拡大を求めている。同コーディネーターは、アル

ゼンチンで正規契約の法律が失業に対処するために変更された時に、これらの施

策から 11 種類の異なる雇用契約が生じ、その間に失業率が 6％から 23％に増え

る結果になったことを想起した。非標準的雇用が「例外」から標準になった現在

の状況において、社会対話と団体交渉を促進しうる方法に新たに目を向ける必要

がある。このような状況に適した効果的な団体交渉の発展と促進を優先的に行う

べきである。ILO のディーセント・ワーク･アジェンダと社会的パートナーの国内

の関係に関する知識によって、社会対話を利用して、これらの新しい種類の雇用

取り決めをディーセント・ワークの機会に変えられるようにすべきである。 

40. オーストラリアの労働者側参加者は、確かな証拠の必要性に関する先の発言を受

けて、小売業が平均わずか 2 時間しか正式な訓練を提供しておらず、訓練の点で

は 悪の部門であることを示す統計に言及した。その他の職業開発は実地訓練の

みである。賃金の現物支給や強制的休暇による補償などを示す証拠が、小売部門

の正式な政府調査に記録されている。例外的に高い従業員の離職率は、従業員の

満足度とこの部門に対する熱意がまさしく欠けていることを反映している。 

41. ニュージーランドの労働者側参加者は、ILO の討議報告書の第 92 パラグラフの

意見に同意した。労働者の圧倒的多数は家族を扶養するために、柔軟な労働取り

決め契約を受け入れざるを得ないのであり、自ら選択しているのではない。組織

の変化と柔軟性に関しては、小売使用者の利益と労働者のディーセント・ワーク

に関する懸念の適切なバランスが必要である。同参加者の意見では、厳しい雇用

法、規制、基準が公平な場を生み出すために不可欠な第一歩であり、強力な組合

と団体交渉は付加的な手段である。同参加者は、職場における力と支配に関する

議論がフォーラム参加者の大きな関心事であることを信じており、討議を拡大し、

世界のサプライチェーンを含めることは、非標準的雇用形態の推進力として消費

者の好みの問題に議論を拡大するのと同じように適切であるという、労働者グル

ープが先に表明した見解を繰り返した。 

42. 使用者グループのコーディネーターは、予測可能性の問題の徹底的調査の必要性

を強調した。これは消費者行動の問題と共に、小売業者にとって非常に重要であ

る。小売業者は絶え間なく調査努力を行い、消費者の好みと事業に起こりうる影

響の傾向を分析するために、予測可能性のモデルを開発している。 終顧客に身

近に接触する部門として、小売業は法人顧客だけに対応している他の産業よりも

顧客行動が促進する高い不安定性に左右される。これに競争が非常に激しい小売

業の市場が加わると、状況はさらに予測不可能になり、課題は法外に大きくなる。

計算違いが、避けられるはずの職員配置のミスを簡単に招くことから、結果とし

て生じる不安定な現実は、経営者がコントロール出来る範囲を超え、必然的に雇

用関係、労働時間、報酬体系に影響を与える。それでも、使用者はディーセン

ト・ワークと労働者への責任に全力を尽くしている。 
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43. 政府グループのコーディネーターは、社会的パートナーの貴重な発言に感謝し、

柔軟な就労形態であらゆる角度から満足いくバランスを得るための 適な施策に

ついて、社会的パートナーはどのように考えるか、と疑問を投げかけた。 

44. オーストラリアの労働者側参加者は、非標準的雇用形態はディーセント・ワーク

アジェンダの目標を達成していないと強調した。小売部門における職場の基本的

権利に関する現在の不備を非難するのは、労働者の義務である。  

討議事項 3：ILO と加盟国は小売業の雇用関係に

関する将来の活動にどのような勧告をすべきか 

45. 使用者グループのコーディネーターは、焦点の定まらない要求を ILO に提出する

のは怠慢であろうと述べ、将来の活動のために使用者グループ内で慎重に検討し

た 3 つの具体的な勧告を提示した。第一に、三者すべてが自国の状況の中で社会

対話を促進することを決意すべきである。この目標に向かって、この産業の多様

性と一般に広がっている雇用関係の形態の徹底した研究を行うことが、各国およ

び産業の特殊性を明らかにするだろう。傾向と進展状況の慎重な監視が、ひいて

は社会対話の実施に役立つ基盤を提供するだろう。第二に、ILO に将来の傾向と

進展状況の調査と分析を行うよう要請すべきである。例えば学術研究は、東南ア

ジアとアフリカの小売部門の傾向から生まれる可能性がある影響をさらに理解す

るための重要な情報を提供することができるだろう。各国レベルのデータ収集が

も有用だろう。大企業と中小小売業者に異なる影響を与える雇用関係の諸問題

を詳細に記録することは、非常に価値がある。ディーセント・ワークの原則と非

伝統的な形態の労働のバランスをとる解決法の模索も同じである。同コーディネ

ーターは、雇用のニーズを含め、小売部門の将来の傾向とそれが及ぼし得る影響

を予想することが も必要とされている時に、各国のデータ、研究、分析が過去

を向いているという不運な事実に注目した。データの編集と分析には現在少なく

とも 2、3 年かかり、その間に、小売部門の状況と問題は進展し、変化してしまう。

後に、加盟諸国、特に発展途上国に、小売部門と非標準的労働形態の明確な定

義を示す必要がある。それは、明確な統計的定義が小売部門のより良い理解を促

進するからである。 

46. 労働者グループのコーディネーターは、議論が 3 つのグループ間の相違分野より

も一致する分野を多く明らかにしたと考えた。第一に、討議を通して、より多く

のより良いデータ収集が繰り返し行われたことは明らかである。非標準的形態の

労働の急速な発展と幅広い導入が、多くの新しい方法で小売業を形成しているが、

新しい労働の現実への適応を、ディーセント・ワークの原則の尊重を無視する言

い訳にしてはならない。ILO は、労働組合の承認と、小売部門の労働力に根本的

な影響を与える決定への労働組合の全面的参加を促進するうえで、重要な役割を

果たすべきである。第二に、同コーディネーターは、中小企業の非標準的雇用形

態が様々な形で及ぼす影響に関する調査の有用性に関しては、使用者グループの

コーディネーターの意見に賛成であるが、これは小売部門に及ぼす大手多国籍企

業の力と影響の検討と切り離して考えるべきではない。多国籍企業のサプライチ

ェーンの決定は、方向性を定め、部門全体と労働者に悪影響を与える可能性があ

り、他の小売企業の傾向と発展を方向付ける。第三に、労働者は、非標準的雇用

形態が増大する状況の中で、ディーセント・ワークを保護する 善の方法に関す

る調査を行うよう求める勧告を、ILO に提出することに合意した。調査には労働

者の権利擁護のために導入された法体系の各国レベルの研究を含めるべきである。

第四に、加盟諸国は不安定な労働条件を促進するのではなく、不安定な労働条件
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から保護する明確な規制枠組みを取り入れ、労働法と団体交渉の建設的な相互の

連携を確保することが必要である。良き慣行は小売業の特殊性を考慮に入れた上

で、社会対話の有効性の評価を可能にする。 

47. 日本の労働者グループの参加者は、ディーセント・ワークと柔軟な雇用協約を調

和させることは、労働法の改善なしでは困難だろうと考えている。技能訓練のニ

ーズや労働者の利益を含むディーセント・ワークの原則は、法律で守られるべき

であり、両者のバランスを満足のいくように取るために、企業はより積極的な役

割を果たすことが求められる。同参加者は、小売業者が顧客の要求に応じること

が出来る必要性と、収益を上げ、持続性を保つために生産性を上げる必要性を認

識しつつも、生産性の向上と収益性は、労働者が予測可能な収入と仕事のスケジ

ュールの両方を期待できるようなディーセントな労働条件として適切に反映され

るべきであると考えている。同参加者は、企業の組織としての責任を取り上げる

ための指針を与える例えば ISO26000 といった基準を挙げ、組織としての責任が

欠けているような企業における企業の社会的責任原則の実施の妥当性に疑問を呈

した。同参加者は三段階の社会対話の仕組み、すなわちナショナルセンター、産

業別労働組合、企業組合に関する日本の経験を説明し、この枠組みのおかげで労

使間の効果的な社会対話が可能になっていると述べた。グローバルサプライチェ

ーンの問題は、より徹底した議論が 2016 年の ILO 総会で行われることになって

いるが、フォーラムでも分析の一環としなければならない。 

48. ネパールの労働者側参加者は、新興経済諸国と先進経済諸国における非標準的雇

用形態の違いに関して、さらに調査を行うよう、ILO に要請した。2 番目の問題

は、非標準的雇用形態と日雇い労働契約が所得保障に及ぼす影響の調査である。

また分析は、これらの労働形態に労働基準を適用する 善の方法と、小売部門に

おける労働査察の能力を改善する方法に、焦点を当てるべきである。同参加者は、

低賃金基準に従った労働条件が、必ずしもディーセント・ワークの条件になっ

ていないことを強調した。今後の調査は、使用者がいかにしてディーセント・ワ

ーク･アジェンダの原則の順守を逃れようとしているかについて記録することも目

的とすべきである。 

49. スペインの労働者側参加者は、効果的な団体交渉と三者間の社会対話の重要性を

強調した。ILO 条約や ILO 基準に加え、国の法令は社会対話を可能にする重要な

手段である。同参加者はごく 近になって、グローバル枠組み協定が社会対話を

前進させる道を切り開いたと評した。ILO の 2 月の非標準的雇用形態に関する専

門家会議の結論には、フォーラムの議論と合意の模索に非常に関係のある勧告が

含まれている。同参加者は、ディーセント・ワークと柔軟な労働契約の関連づけ

を前進させることができる良き慣行に関する情報を確認し、提供するよう、ILO
に要請した。 

50. 米国の労働者側参加者は、グローバル枠組み協定の妥当性をフォローアップし、

この協定をさらに促進する必要性を強調した。同参加者はこれらの協定はルール

を詳細に述べ、管轄範囲や適用可能な多様な法律に関係なく、スムースな関係を

生み出す価値と目的を組み込んでいると説明した。世界レベルで三者が交渉した

協定は、次に各国よび現地レベルの団体交渉の枠組みを作ることも出来るだろう。

同参加者は、こういったグローバル枠組み協定を実施するための良き慣行に関す

る調査を行うよう、ILO に提言した。 

51. もう一人の米国の労働者グループ参加者は、さらなるグローバル枠組み協定の締

結を可能にする関連基準の必要性を強調した。その基準は、国連のビジネスと人

権に関する指導原則に従うものでなければならない。グローバル枠組み協定は現
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地の社会対話を促進し、労働者に平和をもたらすための重要なツールである。加

盟諸国と ILO は、グローバル枠組み協定の活用を促進すべきである。 

52. ニュージーランドの労働者グループ参加者は、 近の ILO の非標準的雇用形態専

門家会議の結論の多くがフォーラムの議論に関連していることに同意した。その

結論には、ディーセントな労働条件の実施に 大の努力を行うことを再確認する

よう促す ILO への具体的な勧告が含まれている。同参加者は、雇用関係や民間の

人材派遣会社に適用できる様々な ILO 条約に含まれている基準を促進すべきであ

ると付け加えた。非標準的雇用形態で雇用されている女性が多いこともまた、ア

クセスの問題に取り組むための特別な注意を必要としている。これらの結論の第

8（c）パラグラフは、特に小売部門に関連している。専門家会議が契約とディー

セント・ワーク・アジェンダのギャップを分析出来るかどうかについても検討す

べきである。労働者に関する限りは、柔軟な雇用形態は悪質な雇用形態へと変化

し、基準を弱体化させている。 

53. イタリアの労働者グループ参加者は、生涯教育と専門技能の証明の領域への介入

を要求した。団体交渉と職場訓練の証明の関連性を、フォーラムの勧告に含める

べきである。 

54. 日本の労働者グループ参加者は、企業が労働組合及び労働者組織の代表との対話を通

じて、ビジネスの成長の追及と、人間性及び社会的責任を調和させる必要性を強調し

た。労働者は使用者と同じように、質の高い顧客サービスの提供を通じてビジネスが

成功することに関心をもっているが、それはディーセント・ワークや良い労働条件を

犠牲にしてはならない。事業の運営は、従業員のディーセントなワークライフバラン

スに適切な敬意を払い、労働者の権利及び雇用形態に関して妥協することがあっては

ならない。労働者個人の生活と労働生活を人間らしいものとするには、より対等な労

使関係が必要で、競争力の必要性が労働者の権利の尊重より優先されないようにする

ことが必要である。企業活動および競争は労働者の権利を阻害してはならない。企業

は収益を増やすためにビジネス活動を行う必要があるが、収益の平等な分配、社

会的価値、地球環境、文化の発展と向上に確実につながるようなものであるべきだ。 

55. 政府グループのコーディネーターは、グループが将来の活動の勧告として確認し

た主な問題点をまとめた。第一に、小売部門における前向きな傾向と発展に関す

るデータ取集の努力を強化する必要性がある。第二に、同コーディネーターは、

電子商取引の急成長とその影響に関する進展状況の緊急の総合的分析を要求した。

第三に、ILO が非標準的雇用形態のより良い定義の作成を促し、それから派生す

る問題を明確に説明する必要性がある。第四の活動分野は、小売部門の労働力に

おける女性、移民、自営業の割合と、彼らが直面している固有の問題の分析であ

る。また各国レベルと国際レベルの違いについても明確にすべきである。分析で

は、中小規模の小売業者の減少とそれに相当する大企業の市場シェアの増加とい

う現象を立証すべきである。 後に、同コーディネーターは、社会対話を小売部

門内と部門を越えて促進する努力の一環として、ILO は ILO 条約 87 号と 98 号

の批准をさらに推奨すべきであると提案した。 

56. 韓国の政府代表は、小売部門の労働力は韓国の労働力の約 15％に相当すると述べ

た。韓国は 近、非正規労働者の急速な増加を経験しており、現在韓国の労働人

口の 3 分の 1 を占めている。政府は、差別撤廃問題と脆弱なグループのためのセ

ーフティネットの強化に取り組むために、非標準的雇用形態の労働のための包括

的措置のマッピングに努力を集中させてきた。この包括的措置には、次の 3 つの

主な政策が含まれている。労働者の多い職場では査察と指導の努力が強化されて

きた。さらに、下請け業者の数を含めた雇用関係の種類に関する情報公開が、現
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在 300 人以上従業員のいる企業に義務づけられている。そして 後に、平等な待

遇を促進するために、賃金と保険の補助金をパートタイム労働者が利用できるよ

うになった。 

57. 日本の政府代表は、フォーラムが意見と各国の慣行の有意義な交換を促進したと

述べた。同代表は、非標準的労働形態に適用でき、一般的に受け入れられる定義

がないことに対処するために、ILO のノウハウを示すよう要求した。様々な国で

容易に普及できる良い慣行の収集もまた、非常に有用である。同代表は、小売部

門で社会対話と三者協力の原則の活用を促進する必要性を強調した。 

58. 南アフリカの政府代表は、団体交渉の促進に対する南アフリカ政府の熱意を繰り

返し主張した。団体交渉は、関連する ILO 条約の批准とともに、加盟諸国が小売

部門のディーセント・ワーク問題に取り組むための良いツールとなるはずである。 

59. 使用者グループのコーディネーターは、政府グループが提案した一連の堅実な勧

告に賛成した。しかしながら、同コーディネーターは、ILO の財源が限られてい

ることを考えると、勧告の包括性と有効性のバランスを取る必要があるだろうと

警告した。 

60. 労働者グループのコーディネーターは、論議してきた幅広い複雑な問題の優先事

項を正確に示す必要性に同意した。労働者は活動項目の優先順位を決めることが

できるだろう。それでもなお、すべての勧告、懸念事項およびニーズが、保留中

の勧告を記録するために提示された。 

合意項目案に関する討議 

61. 本会議の閉会式で、フォーラムは文書 GDFERRC/2015/5 を審議した。その文書

には本会議の議論を基に ILO が作成した合意項目案が含まれており、項目ごとに

修正を検討した。労働者グループのコーディネーターは会議を退席し、米国の労

働者グループの参加者にその役割を委任した。 

62. 労働者グループは、 初の文の「極めて重要」という語を削除するよう提案した。

同グループはさらに 後の文章の「労働力」という語の後に「ディーセントな労

働環境で」というフレーズを加え、残りの文章を削除するよう提案した。 

63. 使用者グループのコーディネーターは原則としてこの提案に賛成したが、二番目

の文章がぎこちないとして、「必要である」の句の前に「まさに」を、「熟練し、

意欲的」の後に「である」を追加することを提案した。労働者が賛成し、それに

従って修正されたパラグラフが採択された。 

64. ニュージーランドの労働者側参加者は、フォーラムの残りの期間の労働者グルー

プのスポークスパーソンの役割を務め、第 2 パラグラフ案の 後の文の「多くの

国で」という句を削除し、「平均を下回っており」という語の前に「一般的に」

という語を追加することを提案した。 

65. 使用者グループのコーディネーターは、本来のパラグラフ案を受け入れ、二番目

の修正も受け入れたが、「多くの国で」という語句の削除には賛成しなかった。 
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66. 政府グループのコーディネーターは、第 2 パラグラフ案の「形態の」の前に「非

標準的」という語を入れることを提案し、「今や標準的地位を獲得した」という

文言を「一般的慣行になりつつある」に置き換えることを提案した。 

67. 労働者グループのスポークスパーソンは、討議報告書の第 32、33 パラグラフに

小売業の賃金は他の部門よりもずっと低いと記載されていることに言及した。 

68. 使用者グループのコーディネーターは政府グループの提案を受け入れたが、労働

者グループのスポークスパーソンが引用したパラグラフには一部しかデータが含

まれていないと主張した。労働者グループのスポークスパーソンの提案で、この

パラグラフの 後の文に関する議論はセッションの 後に回され、第 2 パラグラ

フ第 1 文の修正はすべてのグループから受け入れられた。 

69. 使用者グループのコーディネーターは、第 3 パラグラフ案のすべての修正をまと

めて討議することを提案した。 

70. 労働者グループのスポークスパーソンは同意し、使用者にこの提案を感謝した上

で、「適正程度の雇用」という語を削除し、「安定した、予測可能な労働時間」

に置き換えることを提案した。同スポークスパーソンはまた、「多様化した雇用

関係」という言葉を「非標準的雇用形態」に、「従業員の意欲とコミットメント

を保証する」という文を「真のワークライフバランスを享受する」に変更するこ

とを提案した。 

71. 使用者グループのコーディネーターは、 初の修正案と「適正程度の雇用と」の

語の削除は受け入れたが、「従業員の意欲とコミットメントを保証する」という

文は残すよう主張すると述べた。 

72. 政府グループのコーディネーターは、 後の文を削除することを提案した。 

73. 使用者グループのコーディネーターは、 初の文章に「ために」という語を入れ、

「労働者が稼ぐことを可能にするために同じく必要である」と続くようにするこ

とを受け入れたが、労働者側が提案した「真のワークライフバランスを享受する」

という文を加える案は拒否した。また、 後の文を削除するという政府側の提案

も支持した。 

74. 労働者グループのスポークスパーソンは、修正したパラグラフを「労働者にとっ

て必要である」という文言で終わらせ、 後の語句を削除することを提案した。 

75. 使用者グループのコーディネーターは、労働者側の提案を受け入れ、フォーラム

は第 3 パラグラフを修正通りに採択した。この第 3 パラグラフは次の通りである。

「非標準的雇用形態はビジネスの柔軟性に貢献し、企業の競争力を高めるのに役

立つが、その一方で、労働者には、安定した予測可能な労働時間や所得保障をは

じめとするディーセント・ワークも同様に必要である。」 

76. 労働者グループのスポークスパーソンは、第 4 パラグラフ案の第 1 文に「取り決

めおよび」という語を追加するよう提案した。この文章は次のようになる。「雇

用取り決めおよび慣行の多様化が、キャリアパターンにかなりの影響を与えてき

た。」同スポークスパーソンはさらに、第 3 文を「このことは小売業者により多

くの柔軟性を与えてきたが、非標準的雇用形態の労働者は、他の労働者よりも法

律や慣行の保護が欠如していることが多い」と言い換えるよう提案した。 後に、



 
 

18 
 

同スポークスパーソンは、「職員を配置し続ける」から始まる文の 後の句を削

除することを提案した。 

77. 使用者グループのコーディネーターは、 初の修正案を受け入れ、第 2 文の「季

節労働や臨時雇いの地位」という文言の前に「柔軟な」という語を入れることを

提案した。使用者グループは労働者グループの第 3 文の文案に賛成しなかった。

そのパラグラフ案で述べられている利益のバランスが変わってしまうというのが

その理由である。 

78. 労働者グループのスポークスパーソンは、使用者グループの反対に混乱している

と述べた。この議論において、フォーラムはこの保護の欠如に焦点を当てている

が、第 3 文案は顧客に焦点を当てていることが原因である。同スポークスパーソ

ンはまた、第 1 文に立ち戻り、「雇用関係の多様性」の代わりに「非標準的雇用

形態にある労働者」という表現を使用することを提案した。 

79. 使用者グループのコーディネーターは、労働者が 2015 年 2 月に開催された非標

準的雇用形態に関する ILO 専門家会議の結論で提案されている文言に移行しよう

としていることを理由に、このパラグラフの文章も同様にすべきであるとし、引

用した文書から次の文章を読み上げた。「非標準的雇用形態はビジネスの適応能

力と成長を助けてきた上に、労働市場への参加率も引き上げた。過去数十年の間

に、グローバル化や他の要因によって、非標準的雇用形態の利用が増えてきた。

非標準的雇用形態にある労働者には、他の労働者よりも法律や慣行の保護が欠如

していることが多い。」 

80. 労働者グループのスポークスパーソンは、使用者グループの提案を受け入れたが、

ラトビア政府代表は政府グループを代表して、他の会議の結論の文章をコピーす

るという見識に疑問を呈した。 

81. 使用者グループのコーディネーターは、パラグラフ案を削除するよう提案し、労

働者グループのスポークスパーソンが同意した。第 4 パラグラフ案は削除され、

それに従い、合意項目案のそれ以降のパラグラフの番号が変更された。 

82. 使用者グループのコーディネーターは、第 5 パラグラフ案の第 1 文の「労働にお

ける権利」の後に、「1998 年の ILO 宣言で述べられているように」の数語を加

えることを提案した。使用者グループは ILO が提案したとおりに、このセクショ

ンの表題を残すことを希望した。 

83. 労働者グループのスポークスパーソンは、セクションの表題を「非標準的雇用形

態がディーセント・ワークに与える影響」に変更するという条件で、使用者グル

ープの変更案を受け入れた。 

84. ラトビア政府代表は政府グループを代表して、 後の文章の「収入」の前に「労

働時間と」の語句を追加することを提案した。使用者と労働者グループの双方が

修正案を受け入れ、フォーラムは第 5 パラグラフの修正案を採択した。 

85. 労働者グループのスポークスパーソンは、第 6 パラグラフ案の第 2 文の「多様な

雇用関係」を「非標準的雇用形態」に置き換えることを提案した。 

86. 使用者グループのコーディネーターはこれを受けて、第 2 文の 初の部分（多様

な雇用関係の小売業の労働者は、ディーセント・ワークの欠如に直面するケース

が多い可能性があり、さらに次のような労働の側面に一つ以上直面するとともに、
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ディーセント・ワークの欠如に団体で取組むにも障害に直面する可能性がある。）

を削除するよう提案し、第 1 文が一連の側面を十分に紹介していると指摘した。 

87. 労働者グループのスポークスパーソンは、非標準的雇用形態に関する ILO 専門家

会議の結論をよく知らない読者のためにも、第 2 文は全て残しておくほうが良い

と述べた。 

88. 使用者グループのコーディネーターは賛成し、フォーラムは第 6 パラグラフ案を

修正通り採択した。 

89. フォーラムは第 7 パラグラフ案を修正なしで採択した。 

90. 労働者グループのスポークスパーソンは第 8 パラグラフの「ときに相反する」と

いう文言の削除を提案した。「のビジネスには必須」の語句もまた削除し「適切

な」に置き換えるべきである。従って、文章は「これは、柔軟性のニーズ、適切

な雇用および労働者が必要とする雇用保障のバランスを含めた社会的パートナー

の利益を調和させる上で不可欠な要素である。」となる。 

91. 使用者グループのコーディネーターは、第 2 文を次のようにわずかに変更すると

いう異なるアプローチを提案した。文章は次の通りである。「これは、柔軟性の

ニーズ、雇用と所得の保障のニーズ、および予測可能な労働を含めた社会的パー

トナーの利益の調和をはかる上で不可欠な要素である。」コーディネーターは、

仕事のスケジュールの予測可能性は共有の懸案事項であると説明した。 

92. 労働者グループのスポークスパーソンは、「適切な」の語を「雇用」の前に挿入

するという条件で、使用者グループの提案を受け入れた。 

93. 使用者グループのコーディネーターは上記の提案を受け入れたが、また一方で、

労働者グループが提案した挿入語の前の「との」という語を削除するよう提案し

た。 

94. 政府グループのコーディネーターは「雇用」の後の「および」という語を削除す

るよう提案した。 

95. 使用者グループの書記は、「所得保障」はディーセント・ワークの一部であるこ

とから、重複になると述べた。これは、非標準的雇用形態に関する ILO 専門家会

議の結論で規定されている定義から明白である。 

96. 労働者グループのスポークスパーソンは、この文言は残すべきであると主張し、

使用者グループのコーディネーターがこれを受け入れた。 

97. 使用者グループの書記は「社会対話」の前の「より大きい」という語を削除する

ことを提案し、労働者グループのスポークスパーソンがこれを受け入れた。フォ

ーラムは第 8 パラグラフ案を修正通りに採択した。 

98. 労働者グループのスポークスパーソンは、第 9 パラグラフ案の第 2 文の削除を提

案し、使用者グループのコーディネーターと政府グループのコーディネーターが

これを受け入れた。フォーラムは第 9 パラグラフ案を修正通り採択した。 

99. 労働者グループと使用者グループの双方が第 10 パラグラフ案を修正なしで受け入

れた。 
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100. 政府グループのコーディネーターはパラグラフの 後に次の文章を追加するよう

提案した。「政府もまた、小売業労働者のインフォーマル部門からフォーマル部

門への移動を奨励するために、適切な労働条件を準備する必要がある。」 

101. 使用者グループのコーディネーターは、使用者が果たすべき義務を政府に割り当

てるのを防ぐために、後者の提案にあった「するために適切な労働条件を準備す

る」を「という条件を促進する」という文言に変更することを提案した。 

102. 政府グループのコーディネーターはこの提案を受け入れたが、労働者グループの

スポークスパーソンは、本会議の間に話し合っていないのに、インフォーマル経

済に関して話すことに意味があるのかと尋ねた。 

103. コートジボワールの政府代表は、発展途上国の経済の大部分を占めるインフォー

マル経済を考慮することは重要であり、ディーセント・ワークの目標の一つは、

労働者がインフォーマル経済からフォーマル経済の雇用に移動するのを支援する

ことであると説明した。 

104. 労働者グループのスポークスパーソンは、これは小売業特有の問題か、それとも

一般的な問題かと尋ねた。 

105. フォーラムの事務局長は、第 103 回 ILO 総会の報告書 V(1)が「インフォーマル

からフォーマル経済への移行の円滑化」という適切な文言を示していると助言し

た。 

106. 労働者グループはこの文言の入った文章を受け入れた。 

107. 労働者グループのスポークスパーソンは、第 10 パラグラフ案の新しい文案を提出

した。それは次の通りである。「グローバル枠組み協定はディーセント・ワーク

と社会対話を促進し、国際的な労働基準を実施するための価値あるツールである」 

108. 使用者グループのコーディネーターはこの提案を受け入れず、これは企業と労働

組合の自主的な権限に含まれ、この提案は会議の目的に即していないと主張した。 

109. ラトビアの政府代表はグローバル枠組み協定の問題に会議の間に取り組んだか、

と尋ねた。 

110. 労働者グループのスポークスパーソンは取り組んだと主張し、新しい文案は使用

者の義務を示唆していないと主張した。 

111. 使用者グループのコーディネーターは、使用者グループは労働者グループの提案

を拒否すると繰り返し、労働者グループはその後その提案を撤回した。 

112. フォーラムは第 10 パラグラフ案を修正通り採択した。 

113. 使用者グループのコーディネーターは、サブパラグラフ 11(a)案の「効果的な」と

いう語を削除するよう提案した。「社会対話」に形容詞をつける必要はないとい

う主張である。同コーディネーターはサブパラグラフ 11(b)を受け入れた。 

114. 労働者グループのスポークスパーソンは、サブパラグラフ 11(a)案の「効果的な」

という語の削除に賛成した。同スポークスパーソンは、サブパラグラフ 11(b)案を

次のように言い換えることを提案した。「非標準的雇用形態によって生まれたデ

ィーセント・ワークの欠如に取り組むための解決策を合同で探し求める。」 
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115. 政府グループのコーディネーターは、政府はサブパラグラフ 11(a)案に「移民労働

者、女性、若者、自営業者等のもっとも弱い立場のグループのニーズを考慮して」

という文言を追加したいと述べ、また使用者グループの修正案に同意した。 

116. 使用者グループのコーディネーターは、非標準的雇用形態に関する ILO 専門家会

議において、自営業者を弱い立場と分類することに使用者が懸念を表しており、

文章で弱い立場のグループと定義しないよう提案した。 

117. 労働者グループのスポークスパーソンは、使用者グループの提案に同意した。 

118. 政府グループのコーディネーターは、自営業者は社会保障の保護がない場合には、

非常に弱い立場になる可能性があり、しばしば不安定で非標準的な労働条件を受

け入れていると述べた。 

119. 韓国政府代表は、移民、女性、若者を弱い立場の労働者と定義することを支持し

た。 

120. ブルキナファソ政府代表は、発展途上国は必ずしも労使関係を懸念してはいない

が、卸売業者と取り引きする仲介業者を懸念することは多いと述べた。インフォ

ーマル経済で事業を行う家内企業はしばしば弱い立場にいることがある。同代表

は、このタイプの労働者は持続的な雇用を当てにできないために、弱い立場にい

ると考えることが重要であると考えている。 

121. 使用者グループのコーディネーターは、政府のコメントは、脆弱性の度合いの違

いと、弱い立場の労働者にどのカテゴリが含まれるかという定義が各地域、各国

で異なるという事実を反映していると述べた。同コーディネーターの国ではこの

カテゴリに障害のある労働者が含まれる。同コーディネーターはオーストラリア

のアボリジニを例に挙げ、恵まれない立場の人々の問題を説明した。一度正確性

を高め始めると、他のグループを除外する危険性が生じ、懸念を生む可能性があ

ると説明した。また表現を「弱い立場の」という言葉に限定することを提案した。 

122. 政府グループのコーディネーターは、「各国の状況に従って、 も弱い立場のグ

ループの」という表現に修正することを提案した。 

123. 労働者グループと使用者グループはこの修正を受け入れ、フォーラムはサブパラ

グラフ 11(a)案を修正通りに採択した。 

124. 使用者グループのコーディネーターは、労働者グループのサブパラグラフ 11(b)案
の修正案が否定的すぎると懸念を表した。同コーディネーターは「生じるかもし

れない労働の欠如」と文言を変更することを提案した。 

125. 労働者グループのスポークスパーソンは「いかなる労働の欠如が生じようとも」

という代替の文言を提案した。 

126. 使用者グループのコーディネーターは、「柔軟性のニーズといかなるディーセン

ト・ワークの欠如にも取り組むニーズのバランスを取る解決策を合同で追求する

…」という文言を提案した。 

127. 労働者グループのスポークスパーソンは、この文言は回りくどいとして反対し、

欠如にのみ注意を向けるべきであると述べた。同スポークスパーソンは世界の

様々なところのより多くの欠如に言及する文書にふれ、労働者はこの問題に関す
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る表現の軟化を受け入れ、使用者の懸念に応えるためにすでにある程度前進した

と述べた。 

128. 政府グループのコーディネーターは、政府グループは修正しないが、韓国政府代

表は「非標準的雇用形態」の前に「増加する」を入れることが適切であると考え

ていると述べた。 

129. 使用者グループの書記は、議論が行き詰ったと述べ、パラグラフ案の削除を提案

した。 

130. 労働者グループのスポークスパーソンは、サブパラグラフ 12(a)に関して合意する

ことを条件に、サブパラグラフ 11(b)案の削除に同意した。 

131. 使用者グループの書記は、どの所定の項目についても合意に達することができな

い場合はそれを却下する、という旨の不文律があると主張した。 

132. 説明の中で、フォーラムの事務局長は、世界対話フォーラムに適用できる確実な

規則はないと回答した。これまでのフォーラムは、ここで提案されているように、

パラグラフを読み飛ばす、パラグラフを括弧に入れる、交渉を一括する等、非公

式な手順をとってきた。 

133. 南アフリカ政府代表は、使用者グループは性急すぎて合意のチャンスを逃してい

ると感じた。 

134. しかしながら、さらなる討議の後、フォーラムはサブパラグラフを削除すること

に同意し、サブパラグラフのない第 11 パラグラフ案を修正通り採択した。 

135. 使用者グループのコーディネーターは、サブパラグラフ 12(a)案を次のように言い

換えることを提案した。「労使双方の利益に即して、小売部門における非標準的

雇用形態の明確化と労働法や労働政策の見直しに、社会的パートナーを関与させ

なければならない。」同コーディネーターはこの言い方がより中立的であると主

張した。 

136. 労働者グループのスポークスパーソンはほとんどの修正を受け入れたが、文章を

「商業」で終わらせるよう提案した。同スポークスマンはまた、文章は非標準的

雇用形態に関する ILO 専門家会議の結論のサブパラグラフ 7(a)から取られている

ことを指摘し、「政府は社会的パートナーと連携し、適切な雇用を目指して継続

的な進展が確保されるよう、労働市場や関連する政策を追究しなければならな

い。」という新しいサブパラグラフ 12(b)を追加することを提案した。 

137. 政府グループのコーディネーターは、ラトビア政府を代表してスピーチし、ラト

ビア政府代表はサブパラグラフ 12(a)案の労働者グループの立場に賛成した。 

138. 次にラトビア政府代表はサブパラグラフ 12(b)の新案に反対した。 

139. 使用者グループのコーディネーターは労働者グループの両方の提案を受け入れ、

フォーラムはサブパラグラフ 12(a)を修正通り採択した。 

140. 労働者グループのスポークスパーソンは、サブパラグラフ 12(b)案は新しいことか

ら、以前に事務局案として提示されたサブパラグラフ 12(b)案をサブパラグラフ

12(c)に番号を変えるべきであると説明した。 



 
 

23 
 

141. 使用者グループのコーディネーターは、文言はすでに同意を得ていることを理由

に労働者グループの提案を支持したが、懸念があれば示すよう政府に要請した。 

142. 労働者グループのスポークスパーソンは、フォーラムが以前の案には含まれてい

たディーセント・ワークの欠如への言及を削除することに合意したために、労働

者は新しいサブパラグラフ 12(b)を提案し、新しいサブパラグラフ 12(b)案がその

代わりとなると説明した。 

143. 政府グループのコーディネーターは、オーストラリア政府代表としてスピーチし、

アジア太平洋地域には様々な国があり、緊縮政策が原因で 低賃金を上げること

が出来ないが、これは多くの OECD 諸国でも同じであることを懸念していると述

べた。同コーディネーターは「継続的な進展」が何を意味するのかを明らかにす

るよう求め、文言が強すぎるのではないかという懸念を表明した。 

144. 南アフリカ政府代表は、サブパラグラフ 12(a)で網羅されている事柄にサブポイン

トが新しい何かを追加したと懸念を表明した。 

145. 労働者グループのスポークスパーソンは、サブパラグラフ 12(a)には適切な雇用に

ついての言及がなく、これは問題であると語った。同スポークスマンは、この文

章は三者フォーラムですでに合意されていると再度述べ、そのためおそらくは会

議で専門家自身が「継続的な進展」が少なくとも後退しないことを意味するとい

う見解を思いついたのではないかと述べた。 

146. 使用者グループのコーディネーターは、サブパラグラフ案が 「社会的パートナー

と可能な限り連携し」で始まり、「べきである」の語を削除することを提案した。 

147. ラトビアとオーストラリアの政府代表は、使用者グループの提案を支持した。 

148. 労働者グループのスポークスパーソンもまたこれを支持し、フォーラムは新しい

サブパラグラフ 12(b)案の修正を採択した。 

149. 労働者グループのスポークスパーソンは、ILO のサブパラグラフ 12(b)案を「非

標準的雇用形態の悪影響を和らげるために社会的保護制度を改善する」と修正す

るよう求めた。 

150. 使用者グループのコーディネーターは、使用者グループは異なるアプローチを取

り、労働者グループの修正案は使用者を否定的に示していると述べた。より中立

な文言にするために、同コーディネーターは「非標準的雇用形態を考慮して、社

会的保護制度を改善する」に言い換えることを提案した。 

151. 労働者グループのスポークスパーソンは、使用者グループの修正は事務局案の原

案をあまりにも反対方向に向けてしまい、社会的保護システムが行おうとしてい

ることについて間違った考えを示していると反対した。 

152. 使用者グループのコーディネーターは、この点について新たな合意が生まれると

は想像できないと述べた。 

153. ラトビア政府代表はこの点の削除を提案した。 

154. 労働者グループのスポークスパーソンは、サブパラグラフ 12(b)を 初に書かれた

まま残すことを希望した。 
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155. 使用者グループのコーディネーターは、使用者グループが ILO の案を拒否するの

は、この案が柔軟な労働が悪影響を及ぼすことを前提としているからであると強

調した。 

156. 労働者グループのコーディネーターは、柔軟な労働の悪影響は以前すでに受け入

れられていると述べた。 

157. しかしながら、使用者グループのコーディネーターは、使用者グループは社会的

保護における現存の構造が新しい雇用形態にうまく適合できていないという事実

を単に反映させようとしたと述べ、さらに議論を重ねるに値する点かどうかわか

らないと語った。 

158. 労働者グループのスポークスパーソンは、労働者グループは使用者グループの修

正を受け入れるのではなく、サブパラグラフ 12(b)を一括削除するほうが良いと考

えると述べた。 

159. コートジボワールの政府代表は、この問題は単に言葉の問題であろうと考え、

「非標準的雇用形態を考慮し、社会的状況を改善する」という文に変更すること

を提案した。しかしながら、同代表は社会的パートナーがその代わりにその条項

を削除することを選んだとしても、問題はないと述べた。 

160. 政府グループのコーディネーターは、グループとしてのさらなるコメントはなく、

フォーラムは ILO が提案したサブパラグラフ 12(b)の削除に同意すると述べた。 

161. 労働者グループのスポークスパーソンは、労働者グループとしてはサブパラグラ

フ 12(c)案の修正に関する提案は全くないと述べた。 

162. 使用者グループのコーディネーターは、いくつかの修正を提案した。その理由は、

サブパラグラフが小売業を否定的な見方で描いていることを使用者グループが懸

念しているためであり、「職場のコンプライアンスを確保し、労働法を施行し、

労働者の権利を保障する」というより行動志向的なものにするべきである、と提

案した。同コーディネーターは、削除された文章は採択されたばかりのサブパラ

グラフ 12(b)にすでに盛り込まれていると指摘した。 

163. 労働者グループのスポークスパーソンは説明を評価し、その文脈であれば、労働

者グループは修正を受け入れることができると述べた。 

164. ガボン政府代表は修正を再読するよう要請し、 初のフランス語の通訳に懸念を

示したが、二番目の通訳で述べられた修正案には合意した。 

165. フォーラムは第 12 パラグラフを修正通りに採択した。 

166. 使用者グループのコーディネーターは、サブパラグラフ 13(a)案の 2 点の修正を

提案し、「すべての」と「特に結社の自由と団体交渉に関すること」の文言を削

除するよう提案した。 

167. 政府グループのコーディネーターは、修正案を受け入れた。 

168. 労働者グループのスポークスパーソンも、修正案に同意した。 

169. フォーラムはサブパラグラフ 13(a)の修正案を採択した。 
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170. 使用者グループのコーディネーターは、サブパラグラフ 13(a)案から「効果的に」

の語を削除することを提案した。 

171. 労働者グループのスポークスパーソンは賛成した。 

172. ラトビア政府代表は、政府グループを代表してスピーチし、サブパラグラフの

後に「従業員を代表する他の組織にも手を差し伸べ」という文言を追加すること

を提案し、そうすることが非常に効果的であることを示す例があると主張した。 

173. 米国政府代表は、米国は広範囲にわたって使用者だけでなく、労働者とそのニー

ズ、および宗教的奉仕活動組織などの非政府組織を含む他の利害関係者を確認し、

関与させてきたと説明した。 

174. ニジェール政府代表は、サブパラグラフの言い回しは繰り返しが多く、「団体交

渉を含む」という語句は削除できると述べた。 

175. ブルキナファソ政府代表は、自営労働者を従業員ではなく、使用者とつながりの

ない労働者の例として言及した。小企業協会はディーセント・ワークの促進のた

めにしばしば労働組合と連携し、同じ方針で活動している。そのためサブパラグ

ラフはこれらの種類の組織を含めるように拡大するべきである。 

176. 労働者グループのスポークスパーソンは、政府グループの提案に反対した。その

理由は、まず ILO の三者機構以外の団体への拡大は受け入れがたく、また危険で

あること、第二に ILO は団体交渉を促進していることである。 

177. 使用者グループのコーディネーターは、労働者側の発言を全面的に支持した。一

方、政府が他の組織を参加させるのを止めるものは何もないが、社会対話の認め

られた関係者のために確保されている三者構造の外にいるべきであると説明した。

政府を無視したり、軽視するような意図を持つことなく、この文を追加すること

は危険で軽率だろうと強調することが重要である。 

178. 米国政府代表は、米国では宗教的奉仕活動グループのような他のグループがすで

に社会対話に参加していると繰り返した。 

179. 南アフリカの政府代表は異議を唱え、これらの施策は各国の政策の問題であると

語った。 

180. ラトビア政府代表は提案を撤回した。 

181. 同代表は「団体交渉を含む」という語句の削除に同意した。 

182. ガボン政府代表は修正を支持した。ILO が社会対話の意味を完全に認識している

からである。 

183. 労働者グループのスポークスパーソンは、この語句の削除に反対した。 

184. 使用者グループのコーディネーターは、労働者グループにとって非常に重要なこ

の問題に関する立場に理解を示し、労働者グループの意見に賛成した。 

185. 従って、フォーラムはサブパラグラフ 13(b)案を修正通りに採択した。 
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186. 使用者グループのコーディネーターは、ILO は前向きであるべきなのに、サブパ

ラグラフ 13(c)案が後ろ向きであるとして削除を提案した。 

187. 労働者グループのスポークスパーソンは、この提案に反対した。データを持って

いることはまだ有用だろうという理由からである。 

188. 使用者グループのコーディネーターは、使用者グループの立場を説明し、データ

収集のために費やされる限られた財源は、その次のサブパラグラフで使用者グル

ープが提案している作業に充当した方がうまく行くであろうと述べた。 

189. 次に労働者グループのスポークスパーソンは、経験的証拠はサブパラグラフ

13(d)案のもとで調査と比較分析を実施する上で不可欠であると主張した。 

190. 使用者グループのコーディネーターは、データが乏しく、手に入らないことも多

く、価値が限られているために、将来に焦点を当てるほうが良いと説明した。 

191. 労働者グループのスポークスパーソンは、討議報告書がデータ不足を明らかにし

ていると主張し、加盟諸国が労働統計や労働市場の情報を収集するシステムを改

善するよう支援するのは ILO の役割であると述べた。 

192. 使用者グループのコーディネーターは、ILO が雇用関係を調査するために利用で

きる学術文献は非常に多く、ILO は他の組織が非常に上手くやっていることを繰

り返すのではなく、ごく新しい情勢の研究に限られた財源を利用すべきだと主張

した。 

193. 労働者グループのスポークスパーソンは、この提案は国際労働統計家会議で採択

された決議を基にしていると反論した。 

194. ラトビア政府代表は、政府グループ代表としてスピーチを行い、この文章に満足

しており、これに関して提案はないと語った。 

195. 使用者グループのコーディネーターは、それは優先順位と財源の問題であり、次

のサブパラグラフが優先事項になると断言する文言であれば、いかなる文言でも

問題を解決するだろうと説明した。 

196. フォーラムの事務局長は、ILO は特に発展途上国におけるデータ不足に関する全

体討議と前の 2 月の ILO の非標準的雇用形態に関する専門家会議の討議の結果を

十分に反映させようとしてきた、と説明した。ILO は政策ガイダンスと勧告を米

国や他の OECD 加盟諸国のみのデータに基づいて行う訳にはいかないことから、

ILO は政策の拡大と前向きな調査努力に全力を注いできた。 

197. 使用者グループのコーディネーターはこの文書を受け入れ、その結果、フォーラ

ムはサブパラグラフ 13(c)案を修正なしで採択した。 

198. 使用者グループのコーディネーターは、サブパラグラフ 13(d)案の 初の単語、

「請け負う」語を「に特別な注意を払うべきである」という語句に変更すること

を提案した。また、「電子商取引」の語の後に「およびデジタル化」を入れると

いう修正を提案した。 

199. 労働者グループのスポークスパーソンは、 初の修正を受け入れた。また、「雇

用関係の多様化」を削除し、「非標準的雇用形態」の後に「がディーセント・ワ

ークに与える影響」を追加することを提案した。 
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200. 使用者グループのコーディネーターは、労働者グループが 初に提案した修正、

すなわち雇用関係の多様化に関する部分を削除するという提案に懸念を示した。

これらの新しい関係は発展に伴って分析すべきであることが理由である。同コー

ディネーターは労働者グループの二番目の修正案を受け入れた。 

201. フォーラムはサブパラグラフ 13(d)案を修正通り、また第 13 パラグラフ案を修正

通りに採択した。 

202. 議長は、先に合意したように、第 2 パラグラフに戻るようフォーラムに要請した。 

203. 労働者グループのスポークスパーソンは、合意文書を得るために元の文書に戻る

用意があり、労働者グループの修正案を撤回すると述べた。 

204. 使用者グループのコーディネーターは労働者グループに感謝し、政府は 初から

このパラグラフに満足していたと考えていると述べた。 

205. ラトビア政府代表は、政府グループを代表して発言し、同意した。 

206. フォーラムは、先に合意された第 1 文の修正を反映した第 2 パラグラフ案を採択

した。 

207. フォーラムは合意項目案を修正通りに採択した。 

208. 会議のコーディネーターは、事務局が修正を記録し、翌週の初めに採択した文書

を送付すると説明した。会議の報告案は電子メールで送られ、参加者は一定の期

間内に自身が関わった事項に変更を加えることができる。 

209. 使用者グループのコーディネーターと労働者グループのスポークスパーソンは、

フォーラムのすべての関係者と参加者に感謝した。ラトビア政府代表は、政府グ

ループを代表してスピーチを行い、議長、ILO、同僚、通訳者に感謝した。 

210. 事務局長は、世界対話フォーラムがこのようなすばらしい成果を出したことを賞

賛した。社会対話と団体交渉はすでに実施されていることを知っている。様々な

意見が出されたことは、問題が非常に興味深いと同時に複雑であることを明らか

にした。小売部門における変化は、すべての関係者の懸念を生み出した。政府が

事例を共有し、非標準的雇用形態から生じる小売部門におけるディーセント・ワ

ークの欠如を克服する方法を政府が検討していることを知ったことは、励みにな

った。このテーマはしばらくの間は政府の懸念事項となり、政府はこれらの経験

から学び続けることができるだろう。フォーラムは 2 月の非標準的雇用形態専門

家会議の成果の恩恵を受け、それを強化した。事務局長は構成員を支援すること

は ILO の喜びであると述べ、すべての人の興味深い議論に感謝した。その後、グ

ループのそれぞれのコーディネーター、グループを支援した人々、議長、部門別

政策局のスタッフに感謝した。すべての人の帰路の無事を願い、すべての人の会

議への関与と熱意に感謝した。 

211. 議長は共同での達成感を表明し、参加者の大変な作業と積極的な参加に感謝した。

フォーラムはさらに、労働の世界で起きる労使関連の諸問題に取り組む 善の方

法として、社会対話の力と価値を ILO が基本的信念としていることの妥当性を再

確認した。これによって、結果と直接関わる人々が友好的な解決策を生み出すこ

とが出来るだろう。相互尊重と信頼の真の精神で行われた社会対話は、すべての

関連する利害関係者にとって常に 善の解決策に到達する適切な手段であること
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が示された。その努力は一連の合意項目の採択という結果となった。議長はこの

結果に大変満足している。これらの合意項目は、ディーセント・ワーク･アジェン

ダに完全に即した雇用を小売業が提供出来るよう支援するために必要なロードマ

ップを ILO の三者構成員と ILO に提供するうえで、非常に貴重である、と議長

は確信している。議長はグループのコーディネーター、代議員、他のフォーラム

参加者、および事務局のメンバーと通訳それぞれの仕事に感謝した。これらの

人々の貢献なしには、円滑なフォーラムの運営は不可能であった。議長はすべて

の人の帰路の安全を祈り、フォーラムの閉会を宣言した。 



国際労働機関        GDFERRC/2015/6 

 

世界対話フォーラム 
「小売業における雇用関係がディーセント・ワークと競争力に与える影響」 
（ジュネーブ、2015 年 4 月 22～23 日） 
 

合意項目1 
 

ILO 加盟国政労使の課題 
 
1. 他の多くの部門と違い、小売業はいかなる国でも重要である。世界的に最も大きな使用者の一つと

される小売業は多くの国々で、特に小売労働者の大多数を占める女性や若者にとって、労働市場へ

の入り口となっている。雇用の継続には成功している小売企業が必須であるのと同様、適正な労働

環境のもと、熟練かつ安定した、意欲のある労働力も不可欠である。 
 

2. 過去数十年間の中でも小売業ほど大きく変化した部門はほとんどなく、非常に多様な非標準的雇用

がもはや当たり前となっている。この背景には、経済環境や消費者の嗜好の変化、グローバル化か

ら、電子商取引の爆発的な普及をはじめ、技術革新によって生まれた新たな形式の競争に至るまで、

様々な要因がある。多くの国で、小売業の賃金は経済全体の平均を下回っており、離職率が高い。 

 

3. 非標準的雇用形態はビジネスの柔軟性に貢献し企業の競争力を高める一方で、労働者にとっては、

安定した予測可能な労働時間や所得保障をはじめとするディーセント・ワークを確保することが同

様に必要である。 
 
 
非標準的雇用がディーセント・ワークに与える影響 
 
4. 雇用関係の性質を問わず、1998 年の ILO 宣言で述べられているように、労働における基本的原則と

権利は小売業で働く全ての労働者に適用される。非標準的雇用形態であっても、労働者と使用者双

方の合理的なニーズに応えるべきであり、結社の自由、団体交渉権、平等及び非差別、安定した雇

用、予測可能な労働時間と収入などを含む、労働者の権利とディーセント・ワークを損なうもので

あってはならない。 

 

5. ILO の非標準的雇用形態専門家会議（2015 年 2 月 16～19 日、ジュネーブ）の結論は、小売業に

も大きく関連する内容であった。非標準的雇用形態の小売業労働者は、ディーセント・ワークの欠

如に直面するケースが多い可能性があり、さらにディーセント・ワークに関わる以下のような労働

の側面を一つないし複数、団体で取組むにも障害に直面する可能性がある。(1)雇用機会へのアクセ

スと労働市場のディーセント・ワーク化、(2)賃金格差、(3)社会保障へのアクセス、(4)労働条件、(5)

                                                  
1 これら合意項目は 2015 年 4 月 23 日に開催された世界対話フォーラムで採択されたものである。これらは定められた手順に則り ILO 理

事会へ提出され審議される。 



訓練とキャリア形成、(6)労働安全衛生、(7)結社の自由と団体交渉権。ディーセント・ワークの欠如

を放置した場合、雇用の不安定化と格差の拡大に拍車をかけてしまうリスクがある。 
 

6. 他の部門と同様、こういった側面は多くの場合、規制枠組み、実施及び労働市場のシステム、労働

市場に関する現行の政策、各司法制度などにおいて充分に取り上げられていない。これらは全て、

商業部門のすべての労働者と使用者にとっても効果を持ち、アクセスできるものでなければいけな

い。 
 

7. 団体交渉を含む社会対話はディーセント・ワークを実現するための基本メカニズムであると広く認

知されている。これは、柔軟性のニーズ、適切な雇用、所得保障と予測可能な労働など、社会的パ

ートナーの利益の調和をはかるのに不可欠な要素である。小売部門におけるすべての非標準的雇用

形態がディーセント・ワークの順守を確保するような措置を設計し実施するため、社会的パートナ

ーと政策立案者を交えた小売部門の社会対話を行う必要性がある。 

 

8. このような措置は、小売部門や他部門の現行の良き慣行を活用しなければならない。例えば、訓練、

技能開発、人材開発、昇進、柔軟な労働慣行、作業組織などが含まれる。 
 

9. 小売業においてディーセント・ワークを保護するような、持続可能な小売業者が成長しやすい風土

を促進・創造するうえで、政府は重要な役割を担っている。同時に政府は、インフォーマルからフ

ォーマル経済への移行を後押しする諸条件を推進するべきである。 
 
 
国際労働機関と加盟国による今後の行動に向けた勧告 

 

小売業における雇用関係に関する世界対話フォーラムでの討論に鑑み、次の通り今後の行動が奨励された。 
 
10. 三者構成員は、 

ディーセント・ワークと持続可能な企業を促進し、各国の状況に従って、最も弱い立場のグループ

のニーズに配慮し、雇用形態に関わらず、全ての労働者に公平な待遇を確保するため、社会対話を

行わなければならない。 
 

11. 政府は、 
 
(a) 小売部門における、非標準的雇用形態の明確化と、労働法や労働政策の見直しに、社会的パートナー

を関与させなければならない。 
 
(b) 社会的パートナーと可能な限り連携し、ディーセントな雇用確保に向け継続的な進展が確保されるよ

う、労働市場や関連する政策を追究しなければならない。 

 

(c) 職場のコンプライアンスを確保し、労働法を施行し、労働者の権利を保障しなければならない。 
 
12. ILO は、 



 
(a) 引き続き、小売部門に関係する国際労働基準及び労働における基本的な原則及び権利（FPRW）の

批准並びに効果的な実施と、これらのより良い活用を促進し、構成員も同様のことができるようそ

の能力を構築していかなければならない。 
 
(b) 小売部門において、団体交渉を含めた社会対話を促進し、三者構成員が社会対話に関与できるよう

能力を開発しなければならない。 

 

(c) 各加盟国と協力し、雇用レベル、最低賃金、賃金体系、労働時間、契約取り決めのほか、国際労働

統計家会議で採択された決議に基づくその他関連データの、定期的な収集と発信のシステムを向上

させなければならない。 

 

(d) 小売業における次のような情報に関する研究と比較分析に特別の注意を払い、良き慣行をマッピン

グし、共有しなければならない。変化の要因、雇用創出の可能性、雇用関係の多様化、中小及び大

手小売業者、電子商取引とデジタル化、非標準的雇用形態がディーセント・ワークに与える影響 
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Fax: +41 22 738 75 13 
E-mail: geneva.pm@dfa.gov.ph / mcmv2valderrama@gmail.com 
 
 
 
  

mailto:geneva.pm@dfa.gov.ph
mailto:mcmv2valderrama@gmail.com


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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ANGOLA 
 

 
H. E. Mr Apolinário Jorge CORREIA                                                                                       (*) 
Ambassador 
Permanent Representative of the Angola Mission 
45-47, Rue de Lausanne 
1201 Genève 
Tel: 022 732 30 60 
E-mail : contact@mission-angola.ch 
 
 

Advisers: 

Conseillers techniques: 

Consejeros Técnicos: 

Mr Manuel Domingos FILHO                                     (*) 
Director for Human Resources 
Ministry of Trade 
Tel: 929389534 
E-mail: hidrofilho@gmail.com 
 
 
Mr Samora Manuel DE AZEVEDO                            (*) 
Secretary General 
Ministry of Trade 
E-mail: samzevedo@hotmail.com 
 
 
Mr Armando Jorge SEGUNDA                                  (*) 
Director for Trade and Mercantile Services 
Ministry of Trade 
E-mail: Jorge_segunda@hotmail.com 

 
 

Mr Alberto Samy GUIMARAES                                 (*) 
Second Secretary 
Permanent Mission of Angola 
45-47, Rue de Lausanne 
1201 Genève 
Tel: 022 732 30 60 
E-mail : contact@mission-angola.ch 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

mailto:contact@mission-angola.ch
mailto:hidrofilho@gmail.com
mailto:samzevedo@hotmail.com
mailto:Jorge_segunda@hotmail.com
mailto:contact@mission-angola.ch


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

 
 

Ms Sabrina MHAR 
Research Officer 
Australian Delegation to the OECD 
Department of Employment 
Australian Embassy 
4, rue Jean Rey 
75724 PARIS Cedex 15 
France  
Tel : +33 (0) 1 40 59 33 57 
Mob. : +33 (0) 6 95 76 73 90 
E-mail : Sabrina.Mhar@dfat.gov.au 

 
 

BELARUS 
BÉLARUS 
BELARÚS 

 
 

H.E. Mr Mikhail KHVOSTOV                                                                                        (*) 
Ambassador, 
Permanent Mission of the Republic of Belarus to the UN Office and other International 
Organizations at Geneva 
Avenue de la Paix 15 
1211 GENEVE 20 
Suisse 
Tel : 022 748 24 50 
E-mail : mission.belarus@ties.itu.int  
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

Mr Vladimir BOGOMAZ                                        (*) 
Counsellor 
Permanent Mission of the Republic of Belarus to the 
UNOffice and other International Organizations at 
Geneva 
Avenue de la Paix 15 
1211 GENEVE 20 
Suisse 
Tel : 022 748 24 50 
E-mail : mission.belarus@ties.itu.int 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

mailto:Sabrina.Mhar@dfat.gov.au
mailto:mission.belarus@ties.itu.int
mailto:mission.belarus@ties.itu.int


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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BELGIUM 
BELGIQUE 
BÉLGICA 

 
 

Mme Sophie ROSMAN 
Conciliatrice sociale 
Direction générale Relations collectives de travail 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
Rue Ernest Blerot 1 
1070 BRUXELLES 
Tel: +32.2.233 40 88 
E-mail: Sophie.Rosman@emploi.belgique.be 
 

 
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF  
BOLIVIE, ETAT PLURINATIONAL DE  

BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE  
 
 

Dr Julio Cesar Luna ORELLANA 
Jefe de Relaciones Internacionales 
Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Trabajo 
Calle Yanacocha Esq. Mercado S/N 
Tel: (+591) 2-2408606 
 
 

BURKINA FASO 
 

  
Madame Evelyne M. A ILBOUDO        (*) 
Chargée d’Affaires a.i de l’Ambassade 
Mission Permanente du Burkina Faso à Genève 
Avenue de France 23 
CH – 1202 GENEVE 
Suisse 
Tel. : 00 41 22 734 63 30 
Fax. : 00 41 22 734 63 31 
Mission.burkina@ties.itu.int 
 
M. Seydou BERTHE          (*) 
Directeur des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social 
Mission Permanente du Burkina Faso à Genève 
Avenue de France 23 
CH – 1202 GENEVE 
Suisse 
Tel. : 00 41 22 734 63 30 
Fax. : 00 41 22 734 63 31 
Mission.burkina@ties.itu.int 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

mailto:Sophie.Rosman@emploi.belgique.be
mailto:Mission.burkina@ties.itu.int
mailto:Mission.burkina@ties.itu.int


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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Monsieur Urbain Y. DABIRE         (*) 
Deuxième Secrétaire près l’Ambassade 
Mission Permanente du Burkina Faso à Genève 
Avenue de France 23 
CH – 1202 GENEVE 
Suisse 
Tel. : 00 41 22 734 63 30 
Fax. : 00 41 22 734 63 31 
Mission.burkina@ties.itu.int 
 
M. Hamidou Frédéric SAWADOGO 
Directeur Général du Secteur Informel 
Conseiller en Emploi et en Formation Professionnelle 
Economiste-Gestionnaire 
Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
03 BP7016 
OUAGADOUGOU 03 
Burkina Faso 
Tel. : (226) 50 49 37 00 
Mob. : (226) 75 20 21 21 
Mob. : (226) 70 13 84 69 
E-mail : canpinka@yahoo.fr 
 
Mr Fang Beta Christian SOMBA 
Councillor of economic Affairs 
Director of Office 
Alternate Gouvenor of CFC 
Ministry of the Industry, Trade and Crafts 
BP 514 OUAGADOUGOU 01 
Tel. : +226 70 61 31 08 
Tel. : +226 76 52 65 04 
E-mail : somchristic@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

mailto:Mission.burkina@ties.itu.int
mailto:canpinka@yahoo.fr
mailto:somchristic@gmail.com


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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CAMEROON 
CAMEROUN 
CAMERÚN 

 
 
M. Joseph Romaric AWONO ENGOLO 
Chargé d’Etudes Assistant N*1 
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 
Cameroun 
Tel.: +237 696767619 
E-mail: jrawoelo@yahoo.fr 
 

Advisers: 

Conseillers techniques: 

Consejeros Técnicos: 

Mme Jacqueline KOA                                             (*) 
Ministère du Commerce 
E-mail: jackykoa@yahoo.fr 
 

 
M. Samuel INACK INACK                                       (*) 
Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
E-mail: sinackinack@yahoo.fr 
 

 
 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 
 

Mme Claire TEKPA 
Inspecteur du Travail et des Lois Sociales 
Directrice Générale 
Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Ministère de la Fonction Publique du Travail, de la Sécurité Sociale, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 
BP 848 
BANGUI (République Centrafricaine) 
Tel.: +236 75 50 41 40/72 50 41 40/70 50 41 40 
E-mail : tekp.claire@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asisti 
 
 

 

mailto:jrawoelo@yahoo.fr
mailto:jackykoa@yahoo.fr
mailto:sinackinack@yahoo.fr
mailto:tekp.claire@yahoo.fr


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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CÔTE D’IVOIRE 
 
 

M. Aimé Kablan KOIZAN  
Directeur de l’Insertion et de la Promotion des Activités Commerciales 
Ministère du commerce, de l’Artisanat et de la promotion des PME 
Immeuble Alpha 2000, 
23ème étage, 
BP V 142/14 
Côte d’Ivoire 
Tel : +225 09 40 00 81 
E-mail : aime.koizan@egouv.ci 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

M. Emmanuel Youan Bi YOUAN                            (*) 
Sous-Directeur des Projets, de l’Insertion et de 
l’Encadrement 
Ministère du commerce et de la promotion des PME 
Immeuble Alpha 2000, 
23ème étage, 
BP V 142/14 
Côte d’Ivoire 
Tel : +225 48 35 80 87 
E-mail : eyouanbi@yahoo.fr 
 

 
EL SALVADOR 

 
 

 
Ms. Rosibel MENÉNDEZ 
Ministro Consejero 
Mision Permanente de El Salvador ante las naciones Unidas y los Organismos 
internacionales  
GINEBRA 
Suiza 
E-mail: mission.el-salvador@ties.itu.int 
E-mail: misión.ginebra@rree.gob.sv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

 

mailto:aime.koizan@egouv.ci
mailto:eyouanbi@yahoo.fr
mailto:mission.el-salvador@ties.itu.int
mailto:misión.ginebra@rree.gob.sv


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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FIJI 
FIDJI (LES) 

 
 

Mr Ajendra Adarsh PRATAP 
First Secretary 
Permanent Mission of the Republic of Fiji to the United Nations Office and Other International 
Organisations at Geneva 
Avenue de France 23 
1202 GENEVE 
Suisse 
Tel.: +41 22 733 07 89 
Fax : +41 22 733 07 39 
E-mail : mission@fijiprunog.ch/apratap@prunog.org 

 
 

FRANCE  
FRANCIA 

 
 
M. Nicolas DUMAS 
Chargé de mission Affaires Internationales Travail 
Délégation aux affaires européennes et internationales 
Ministère des Affaires Sociales, de la santé et des droits des femmes  
Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
Secrétariat Général 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 
Tel. : +33 (0) 1 40 56 72 16 
E-mail : nicolas.dumas@sg.social.gouv.fr 
 
 

GABON 
GABÓN 

 
 

M. Ferdinand MANGONGO 
Conseiller 
Mission permanente du Gabon auprès de l’ONU à Genève, à Vienne et des autres 
organisations internationales ayant leur siège en Suisse 
23, avenue de France 
CH 1202 GENEVE 
Suisse 
Tel : +22 731 68 69 
Fax : +22 731 68 47 
E-mail : mission.gabon@ties.itu.int 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:mission@fijiprunog.ch/apratap@prunog.org
mailto:nicolas.dumas@sg.social.gouv.fr
mailto:mission.gabon@ties.itu.int


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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GUINEA 
GUINÉE 
GUINEA 

 
 
Mme Diariatou DIALLO 
Directrice Générale Adjointe de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi 
(AGUIPE) 
Ministère de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle du Travail et de 
l’Emploi 
BP 100 – Conakry 
Commune de Kaloume 
Almamiya 
Tel : 631 80 44 44 
E-mail : diariatoudiallo1974@yahoo.com 
E-mail : info@aguipeguinee.com 

 
 

HONDURAS 
 
 

Sr Giampaolo Rizzo ALVARADO 
Ambassador 
Permanent Deputy 
Chargé d’Affaires 
Honduras Permanent Mission 
23 Avenue de France 
1202 GENEVE 
Suisse 
Tel. : +41 22 7100760 
Fax : +41 22 7100766 
E-mail : giampaolo.rizzo@hondurasginebra.ch 

 
Srita Gilliam Gómez Guifarro                                                                                                   
Primer Secretaria 
23 Avenue de France 
1202 GENEVE 
Suisse 
Tel. : +41 22 7100760 
Fax : +41 22 7100766 
E-mail : gilliam.gomez@hondurasginebra.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diariatoudiallo1974@yahoo.com
mailto:info@aguipeguinee.com
mailto:giampaolo.rizzo@hondurasginebra.ch
mailto:gilliam.gomez@hondurasginebra.ch


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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JAPAN 
JAPON 
JAPÓN 

 
 

Mr Koichi HARADA 
Director International Information Office 
Coordinator for International Policy Planning 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
1-2-2 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
TOKYO 100-8916 
Japan 
Tel.: +81(0)3 5253 1111 (ext. 7311) 
Direct: +81(0)3 3595 3083 
Fax: +81(0)3 3502 6678 
E-mail: harada-kouichi@mhlw.go.jp 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

Ms Minako TAKASAKI 
Section Chief Planning Sector 
Employment Policy Division  
Employment Security Bureau 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
1-2-2 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
TOKYO 100-8916 
Japan 
Tel.: +81(0)3 5253 1111 (ext. 5749) 
Direct: +81(0)3 3502 6770 
Fax: +81(0)3 3502 2278 
E-mail: Takasaki-minako@mhlw.go.jp 
 

 

REPUBLIC OF KOREA 
REPUBLIQUE DE COREE 
REPÚBLICA DE COREA 

 
 
Mr Sangun CHOI 
Labour Attache 
Permanent Mission of the Republic of Korea 
1, Avenue de l’Ariana 
P.O. Box 42 
1211 GENEVE 20 
Tel.: +41 22 748 00 00 
Fax: +41 22 748 00 01 
E-mail: mission.korea-rep@ties.itu.int / upluck@nate.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:harada-kouichi@mhlw.go.jp
mailto:Takasaki-minako@mhlw.go.jp
mailto:mission.korea-rep@ties.itu.int
mailto:upluck@nate.com


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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LATVIA 
LETTONIE 
LETONIA 

 
 

Mr Edgars KORCAGINS 
Counsellor 
Permanent Mission of the Republic of to the United Nations Office in Geneva 
Rue de Lausanne 137 
Case postale 193 
1211 GENEVE 20 
Tel: 022 738 51 11  
Fax: 022 738 51 71 
E-mail: mission.un-gen@mfa.gov.lv 
 

 
LIBYA 
LIBYE 
LIBIA 

 
 

Dr. Abdurzzag TAMTAM                                                                                                        (*) 
Counsellor 
Permanent Mission of Libya 
25, rue de Richemont 
1202 GENEVE 
Tel: 022 959 89 00 
Fax: 022 959 89 10 
E-mail: mission.libye@bluewin.ch 
 
 

MADAGASCAR 
 
 

Monsieur Solofo Andrianjatovo RAZAFITRIMO 
Chargé d’Affaires a.i. auprès de la Mission Permanente de Madagascar à Genève 
Ambassade de Madagascar en Suisse 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

Monsieur Emi-Haulain KOLA                                   
Conseiller auprès de la Mission Permanente de 
Madagascar à Genève 
Ambassade de Madagascar en Suisse 
E-mail : kemihaulain@yahoo.com 
 

 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

 
 

mailto:mission.un-gen@mfa.gov.lv
mailto:mission.libye@bluewin.ch
mailto:kemihaulain@yahoo.com


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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MALAYSIA 
MALAISIE 
MALASIA 

 

 
Mr Ummar Jai Kumar Bin ABDULLAH        
Labour Attaché 
Permanent Mission of Malaysia 
International Centre Cointrin (ICC) 
Bloc H (1st Floor), 20, Route de Pré-Bois 
1215 GENEVE 15 
Tel.: +41 22 710 75 00  
Fax: +41 22 710 75 01  
E-mail: mwgeneva@kln.gov.my 

 
 

MOZAMBIQUE 
 
 

Mr. Juvenal DENGO 
E-mail: mission.mozambique@bluewin.ch 
 
 

NIGER 
NÍGER 

 
 
M. Saidou Marayé MOUSSA 
Directeur de la Réglementation et des Stratégies du Développement de l’Emploi 
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale 
BP 11087 NIAMEY 
Niger 
Tel.: +227 20 73 22 42 
Fax: +227 20 73 61 61  
E-mail: moisemaraye@gmail.com 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

M. Chégou Maina KOCHI                                        
Directeur Général de l’Agence Nationale pour la 
Promotion de l’Emploi 
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité 
Sociale 
BP 11087 NIAMEY 
Niger 
Tel.: +227 20 73 22 42 
Fax: +227 20 73 61 61  
E-mail: moisemaraye@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:mwgeneva@kln.gov.my
mailto:mission.mozambique@bluewin.ch
mailto:moisemaraye@gmail.com
mailto:moisemaraye@gmail.com


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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NIGERIA 
NIGÉRIA 

 
 

Ms Charity NWOKOCHA              
Deputy Director Maritime Labour  
Nigeria Maritime Administration and Safety Agency,  
A. Burma Road 
Apapa  
LAGOS 
E-mail: egonwokocha@yahoo.com 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

M. Leko Adamu AHMED                                        (*) 
Director Chief Maritime Labour Office 
NIMASA 
 

 
 

POLAND 
POLOGNE 
POLONIA 

 
 
Ms Magdalena NOJSZEWSKA-DOCHEV 
First secretary, Permanent Mission of the Republic of Poland to UNOG in Geneva 
CH-1218 Grand Saconnex 
15, ch. L’Ancienne Route 
GENEVE 
Suisse 
Tel.: 022/710 97 97 
Fax: 022/710 97 99 

 
 

SAOUDI ARABIA 
ARABIE SAOUDITE 
ARABIA SAUDITA 

 
 

Mr Rami I. ALNAJJAR 
Director of Buisness Operation 
Agency of Internal Trade 
Ministry of Commerce and Industry 
Saudi Arabia – Riyadh 
Tel: +966 11 294 4333 
Mobile: +966 56 4444 148 
E-mail: ralnajjar@mci.gov.sa 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

 

mailto:egonwokocha@yahoo.com
mailto:ralnajjar@mci.gov.sa


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 
ÁFRICA DEL SUR 

 
 

Mr Stephen RATHAI 
Director, Employment Standards 
Department Labour 
Republic of South Africa 
Private Bag X117, PRETORIA, 0001 
215 Francis Baard Street 
PRETORIA 
Tel: (012) 309 4000 
Cell: 081 013 0473 
Fax: (012) 3094082 
E-mail: Stephen.rathai@labour.gov.za 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

Ms Fikiswa MTUBATUBA  
Director, Statutory Services  
Republic of South Africa Private Bag X117, 
PRETORIA, 0001 
Tel: (012) 309 4000 
Fax: (012) 3094082 
E-mail: fikiswa.mncqncq@labour.gov.29 
 

 
SPAIN 

ESPAGNE 
ESPAÑA 

 
 
Sr. Don Martin REMON                                                                                                           (*) 
Consejero 
Representación Permanente de España en Ginebra 
53, Avenue Blanc 
1202 GENEVE 
Tel.: +41 22 909 28 30 
Fax: +41 22 731 53 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asisti 

mailto:fikiswa.mncqncq@labour.gov.29


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 

 

 
 

 

16 
 

Advisers: 

Conseillers techniques: 

Consejeros Técnicos: 

Dr. Diego CANO SOLER                                        (*) 
Consejero de Empleo y Seguridad Social 
Representación Permanente de España en Ginebra 
53, Avenue Blanc 
1202 GENEVE 
Tel.: +41 22 909 28 30 
Fax: +41 22 731 53 70 
E-mail: diego.cano@meyss.es / 
mission.spain@ties.itu.int 
 
Sr. Joaquín Nacher MARTOS 
Jefe de Sección  
Consejería de Empleo y Seguridad Social 
Representación Permanente de España en Ginebra 
E-mail: joaquin.nacher@meyss.es 
 

 
 

TUNISIA 
TUNISIE 
TÚNEZ 

 
 

M. Mohamed ELIFA 
Directeur général de la Concurrence et des Recherches économiques 
Ministère du Commerce et de l’Artisanat 
Avenue Khairedduie Pacha 
1000 TUNIS 
ifamohamed@gmail.com 
 

UNITED STATES 
ETATS-UNIS 

ESTADOS UNIDOS 
 

 
Ms. Kimchi BUI 
District Director  
Los Angeles District Office 
U.S. Department of Labor 
Wage and Hour Division 
U.S. Department of Labor 
915 Wilshire Blvd 
Suite 960 
Los Angeles, CA 90017 
United States  
Tel.: (213) 430-9347 
Fax: (213) 430-9347 
BlackBerry: (213) 842-9243 
E-mail: bui.kimchi@dol.gov 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

mailto:diego.cano@meyss.es
mailto:mission.spain@ties.itu.int
mailto:joaquin.nacher@meyss.es
mailto:ifamohamed@gmail.com
mailto:bui.kimchi@dol.gov


MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENTS 
MEMBRES REPRESENTANT LES GOUVERNEMENTS 
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
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VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 
VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU 

VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
 
 
Sra. Rebeca SÁNCHEZ         (*) 
Embajadora, Representante Permanente Adjunta 
Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 
Chemin François-Lehmann 18ª 
1218 GRAND-SACONNEX – GENEVE 
Tel.: +41 22 717 0954 
Fax: +41 22 723 2881 
 

Adviser: 

Conseiller technique: 

Consejero Técnico: 

Sr. Carlos Enrique FLORES TORRES               
Consejero Laboral 
Misión Permanente de la República Bolivariana de 
Venezuela 
Chemin François-Lehmann 18ª 
1218 GRAND-SACONNEX – GENEVE 
Tel.: +41 22 717 0954 
Fax: +41 22 723 2881 
E-mail: carlos.flores@ties.itu.int 
 

 
ZAMBIA 
ZAMBIE 

 
 

Mrs Mukamasole Mundale KASANDA 
Assistant Labour Commissioner  
Ministry of Labour and Social Security 
Republic of Zambia 
Department of Labour Office of the Commissioner 
P.O. Box 32186 
LUSAKA 
Tel.: 260 211 223154 
E-mail: muka_masole@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(*)  Did not attend 

N’a pas assisté 
No asistió 

 
 

mailto:carlos.flores@ties.itu.int
mailto:muka_masole@yahoo.com


MEMBERS REPRESENTING THE EMPLOYERS 
MEMBRES REPRÉSENTANT LES EMPLOYEURS 

MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES 
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Mr Jose Pedro ANACORETA CORREIA 
Global personnel administration & payroll 
Manager 
Sonae 
Lugar do Espido, 4470-179 Maia 
PORTUGAL 
Tel.: +351 222 454 532 
E-mail: jpanacoreta@sonae.pt 
 

 
Ms Tanya COHEN 
Director 
Retail Association 
P.O. Box 34 
Waterfall Equestrian Estate 
Kyalami 1684 
SOUTH AFRICA 
Tel.: +27 71 688 9476 
E-mail: tanya.cohen@labourpolicy.com 
 
 
Ms Adeola KAGHO 
Divisional Personnel Manager 
Retail supermarkets Nigeria 
The Palms shopping mall Lekki Epe 
Expressway, Victoria islands – Lagos 
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産業の労働者を代表する GUF (Global Union Federation、国際産業別労働組合組織) 

  本部：ニヨン（スイス）URL：http://www.uniglobalunion.org  

  書記長：フィリップ・ジェニングス 

  加盟人員数：世界 150 か国、900 組織、2,000 万人 

 

  日本の加盟人員数：16 組織、1,035,935 人  (2016 年 2 月現在) 

  日本事務所：UNI-Apro 東京事務所 

Tel：03-3219-2159  Fax：03-3257-0839 

Email：tokyo@uniglobalunion.org 

URL：hrrp://blogs.uniglobalunion.org/japan/ 

  日本の加盟協議会：UNI 日本加盟組織連絡協議会（UNI-LCJapan） 

Tel：03-3251-3374  Fax：03-3257-0839 

Email：lcjapan@vesta.dti.ne.jp 

URL は東京事務所と同じ 

  日本の加盟組織：印刷労連、情報労連、全印刷、全信連、生保労連、UA ゼン

セン、全国農団労、労済労連、全労金、自動車総連、損保労連、日放労、JP 労
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